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常陸太田市告示第２０号 

 

 平成１９年第１回常陸太田市議会定例会を、次のとおり招集する。 

 

   平成１９年２月２７日 

 

常陸太田市長  大 久 保 太 一 

 

 1. 期  日   平成１９年３月６日 

 

 2. 場  所   常陸太田市議会議場 
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平成１９年第１回常陸太田市議会定例会会期日程 

 

平成１９年３月６日 

月   日 曜 会 議 別 主 な 内 容 

３月 ６日 火 本 会 議 
１．開  会    ２．会期の決定 

３．施政方針説明  ４．議案説明 

３月 ７日 水 休  会  

３月 ８日 木 本 会 議 １．議案質疑    ２．委員会付託 

３月 ９日 金 本 会 議 １．一般質問 

３月１０日 土 休  会  

３月１１日 日 休  会  

３月１２日 月 本 会 議 １．一般質問 

３月１３日 火 委 員 会 １．総務委員会   ２．文教民生委員会 

３月１４日 水 委 員 会 １．産業水道委員会 ２．建設委員会 

３月１５日 木 委 員 会 １．予算特別委員会 

３月１６日 金 委 員 会 １．予算特別委員会 

３月１７日 土 休  会  

３月１８日 日 休  会  

３月１９日 月 休  会  

３月２０日 火 本 会 議 
１．委員長報告（質疑・討論・採決） 

２．閉  会 

 

 

 

 

 

 

 



 ７

平成１９年第１回常陸太田市議会定例会会議録 

 

平成１９年３月６日（火） 

            ──────────────────― 

議 事 日 程（第１号） 

平成１９年３月６日午前１０時開議 

日程第 １ 会期の決定 

日程第 ２ 施政方針説明 

日程第 ３ 議案第 １ 号 常陸太田市副市長の定数を定める条例の制定について 

      議案第 ２ 号 常陸太田市まちづくり振興基金の設置，管理及び処分に関する条例

の制定について 

      議案第 ３ 号 常陸太田市農業集落排水事業債償還基金の設置，管理及び処分に関

する条例の制定について 

      議案第 ４ 号 常陸太田市戸別合併処理浄化槽設置事業運営審議会条例の制定につ

いて 

      議案第 ５ 号 常陸太田市生活支援促進施設の設置及び管理に関する条例の制定に

ついて 

      議案第 ６ 号 常陸太田市職員の勤務時間，休暇等に関する条例の一部改正につい 

             て 

      議案第 ７ 号 常陸太田市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関す

る条例の一部改正について 

      議案第 ８ 号 常陸太田市職員の給与に関する条例の一部改正について 

      議案第 ９ 号 常陸太田市中小企業事業資金融資あっせん条例の一部改正について 

      議案第１０号 常陸太田市障害児就学指導委員会条例の一部改正について 

      議案第１１号 常陸太田市公民館の設置及び管理等に関する条例の一部改正につい 

    て 

      議案第１２号 常陸太田市コミュニティセンターの設置及び管理に関する条例の一

部改正について 

      議案第１３号 地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理につ

いて 

      議案第１４号 学校教育法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に

ついて 

      議案第１５号 茨城県市町村総合事務組合規約の変更について 

      議案第１６号 茨城租税債権管理機構規約の変更について 

      議案第１７号 茨城北農業共済事務組合規約の変更について 

日程第 ４ 議案第１８号 平成１８年度常陸太田市一般会計補正予算（第７号）について 



 ８

      議案第１９号 平成１８年度常陸太田市国民健康保険特別会計補正予算（第３号）

について 

      議案第２０号 平成１８年度常陸太田市老人保健特別会計補正予算（第２号）につ

いて 

      議案第２１号 平成１８年度常陸太田市介護保険特別会計補正予算（第３号）につ

いて 

      議案第２２号 平成１８年度常陸太田市下水道事業特別会計補正予算（第４号）に

ついて 

      議案第２３号 平成１８年度常陸太田市農業集落排水事業特別会計補正予算（第３

号）について 

      議案第２４号 平成１８年度常陸太田市戸別合併処理浄化槽設置整備事業特別会計

補正予算（第２号）について 

      議案第２５号 平成１８年度常陸太田市簡易水道事業特別会計補正予算（第３号）

について 

      議案第２６号 平成１８年度常陸太田市宅地分譲事業特別会計補正予算（第１号）

について 

      議案第２７号 平成１８年度常陸太田市水道事業会計補正予算（第２号）について 

      議案第２８号 平成１８年度常陸太田市工業用水道事業会計補正予算（第３号）に

ついて 

日程第 ５ 議案第２９号 平成１９年度常陸太田市一般会計予算について 

      議案第３０号 平成１９年度常陸太田市国民健康保険特別会計予算について 

      議案第３１号 平成１９年度常陸太田市老人保健特別会計予算について 

      議案第３２号 平成１９年度常陸太田市介護保険特別会計予算について 

      議案第３３号 平成１９年度常陸太田市下水道事業特別会計予算について 

      議案第３４号 平成１９年度常陸太田市農業集落排水事業特別会計予算について 

      議案第３５号 平成１９年度常陸太田市戸別合併処理浄化槽設置整備事業特別会計

予算について 

      議案第３６号 平成１９年度常陸太田市簡易水道事業特別会計予算について 

      議案第３７号 平成１９年度常陸太田市宅地分譲事業特別会計予算について 

      議案第３８号 平成１９年度常陸太田市水道事業会計予算について 

      議案第３９号 平成１９年度常陸太田市工業用水道事業会計予算について 

            ──────────────────― 

本日の会議に付した事件 

 日程第 １ 会期の決定 

 日程第 ２ 施政方針説明 

 日程第 ３ 議案第１号ないし議案第１７号（一括上程・提案理由説明） 



 ９

 日程第 ４ 議案第１８号ないし議案第２８号（一括上程・提案理由説明） 

 日程第 ５ 議案第２９号ないし議案第３９号（一括上程・提案理由説明） 

             ──────────────────― 

出席議員 

    議 長   高 木   将 君     副議長   梶 山 昭 一 君 

     １番   木 村 郁 郎 君      ２番   深 谷   渉 君 

     ３番   鈴 木 二 郎 君      ４番   荒 井 康 夫 君 

     ５番   益 子 慎 哉 君      ６番   深 谷 秀 峰 君 

     ７番   平 山 晶 邦 君      ８番   成 井 小太郎 君 

     ９番   福 地 正 文 君     １０番   高 星 勝 幸 君 

    １１番   茅 根   猛 君     １２番   菊 池 伸 也 君 

    １３番   関   英 喜 君     １４番   片 野 宗 隆 君 

    １５番   平 山   伝 君     １６番   山 口 恒 男 君 

    １７番   川 又 照 雄 君     １８番   後 藤   守 君 

    １９番   黒 沢 義 久 君     ２０番   小 林 英 機 君 

    ２１番   沢 畠   亮 君     ２２番   立 原 正 一 君  

    ２５番   生田目 久 夫 君     ２６番   宇 野 隆 子 君 

            ──────────────────― 

説明のため出席した者 

    市    長  大久保 太 一 君    助    役  梅 原   勤 君 

    教 育 長  小 林 啓 徳 君    市 長 公 室長  川 又 善 行 君 

    総 務 部 長  柴 田   稔 君    市民生活部長  綿 引   優 君 

    保健福祉部長  増 子   修 君    産 業 部 長  小 林   平 君 

    建 設 部 長  川 又 和 彦 君    金砂郷支所長  菊 池 勝 美 君 

    水 府 支 所長  根 本 洋 治 君    里 美 支 所長  大 森 茂 樹 君 

    水 道 部 長  西 野   勲 君    消 防 長  篠 原 麻 男 君 

    教 育 次 長  岡 部 恒 雄 君    秘 書 課 長  山 崎 修 一 君 

    総 務 課 長  大和田   隆 君    参事兼出納室長  大 谷 利 行 君 

    監 査 委 員  檜 山 直 弘 君 

            ──────────────────― 

事務局職員出席者 

    事 務 局 長  椎 名 義 夫      副 参 事  佐 川 尚 樹 

    次長兼庶務係長  吉 成 賢 一      議 事 係 長  岡 田 和 也 

            ──────────────────― 

午前１０時開会 

○議長（高木将君） ご報告いたします。 



 １０

 ただいま出席議員は２６名であります。よって，定足数に達しております。 

 これより平成１９年第１回常陸太田市議会定例会を開会いたします。 

 直ちに本日の会議を開きます。 

            ──────────────────― 

 会議録署名議員の指名 

○議長（高木将君） 会議録署名議員の指名をいたします。 

 会議録署名議員には，会議規則第８１条の規定により 

     ４番  荒 井 康 夫 君     １７番  川 又 照 雄 君 

の両君を指名いたします。 

            ──────────────────― 

 諸般の報告 

○議長（高木将君） 諸般の報告を行います。 

 最初に，議長会の経過についてご報告いたします。 

 去る１月２３日，筑西市において茨城県市議会議長会が開催されました。会議内容については，

お手元に配付いたしました報告書によりご承知願います。 

 次に，総務，文教民生，産業水道，建設，議会運営の各委員会の委員長から，所管事務調査報

告書が提出されておりますので，ご報告いたします。 

次に，２月２２日付で，茨城県つくば市花畑３－９－１０，茨城県公務労組連絡会公務共闘議

長河和宏氏から，改憲手続法案にかかわる陳情書が，同じく２月２２日付で，茨城県つくば市花

畑３－９－１０，茨城県公務労組連絡会公務共闘議長河和宏氏から，自主性，自律性を持った地

方教育行政の推進と全国一斉学力テスト，教員免許更新制にかかわる陳情書が，お手元に配付し

てありますとおり提出されておりますので，ご報告いたします。 

次に，地方自治法第１２２条の規定により，平成１８年常陸太田市事務に関する説明書がお手

元に配付されておりますとおり提出されておりますので，ご報告いたします。 

 次に，監査委員から，平成１８年１２月，平成１９年１月及び２月例月現金出納検査の結果に

ついて報告書が別紙写しのとおり提出されておりますので，ご報告いたします。 

次に，地方自治法第１２１条の規定により，提出案件説明のため，次の者を議場に出席するよ

う要求いたしましたのでご報告いたします。 

 市    長  大久保 太 一 君    助    役  梅 原   勤 君 

 教 育 長  小 林 啓 徳 君    市 長 公 室長  川 又 善 行 君 

 総 務 部 長  柴 田   稔 君    市民生活部長  綿 引   優 君 

 保健福祉部長  増 子   修 君    産 業 部 長  小 林   平 君 

 建 設 部 長  川 又 和 彦 君    金砂郷支所長  菊 池 勝 美 君 

 水 府 支 所長  根 本 洋 治 君    里 美 支 所長  大 森 茂 樹 君 

 水 道 部 長  西 野   勲 君    消 防 長  篠 原 麻 男 君 

 教 育 次 長  岡 部 恒 雄 君    参事兼出納室長  大 谷 利 行 君 
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 秘 書 課 長  山 崎 修 一 君    総 務 課 長  大和田   隆 君 

 監 査 委 員  檜 山 直 弘 君 

以上，１９名でございます。 

 以上で諸般の報告を終わります。 

             ──────────────────― 

○議長（高木将君） 本日の議事日程は，お手元に配付いたしました議事日程表のとおりといた

します。 

            ──────────────────― 

 日程第１ 会期の決定 

○議長（高木将君） 日程第１，会期の決定を議題といたします。 

 お諮りいたします。 

 今期定例会の会期は，お手元に配付いたしました会期予定表のとおり，本日から３月２０日ま

で１５日間といたしたいと思いますが，これにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（高木将君） ご異議なしと認めます。 

 よって，会期は本日から３月２０日まで１５日間と決定いたしました。 

            ──────────────────― 

 日程第２ 施政方針説明 

○議長（高木将君） 次，日程第２，平成１９年度施政方針について市長より説明を求めます。 

 市長。 

〔市長 大久保太一君登壇〕 

○市長（大久保太一君） 本日平成１９年第１回市議会定例会を招集いたしましたところ，議員

各位におかれましては，ご健勝にてご出席を賜りまことにありがとうございます。日ごろ市政運

営の推進につきましては，深いご理解とご支援をいただき，心から感謝と御礼を申し上げる次第

でございます。 

今期定例会は平成１９年度の予算を初め，重要案件についてご審議をいただきます。議案の説

明に先立ちまして，市政運営に当たる基本方針と平成１９年度の施策の概要を申し上げ，議員の

皆様のご賛同を賜り，あわせて市民の皆様に一層のご理解とご協力をいただきたいと思います。 

さて，現在の地方を取り巻く環境は，年々地方分権が進む中において，より一層自立と地域の

自己責任による地域経営が求められる時代となっております。私たちの常陸太田市という地域が

これからも存続するためには，市民の方々と行政がともに知恵を出し合い，ともに責任を担う時

代に来ております。 

また，平成１９年度の地方財政は地方財政計画の規模の抑制に努めても，なお平成１８年度に

引き続き大幅な財源不足の状況にあります。地方財政の借入金残高は，平成１９年度末に１９９

兆円と見込まれ，今後その償還負担が高水準で続くことに加えて，社会保障関係経費の自然増も

見込まれるところでありまして，将来の財政運営が圧迫されることが強く懸念をされております。 
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地方公共団体におきましては，地方分権の時代にふさわしい簡素で効率的な行政システムを確

立するため，徹底した行政改革を推進するとともに，歳出の見直しによる抑制と重点化を進め，

また，歳入面でも自主財源について積極的な確保策を講じるなど，効率的で持続可能な財政への

転換を図ることが急務となっております。 

さらに国においては，交付税，補助金の見直しとあわせ，税源移譲を含めた税源配分の見直し

を行うなど一体的な検討を行うことになっております。 

このような中，本市においては，昨年１２月には，合併後の新市の将来像を長期的な視点に立

って見通し，市政運営を総合的かつ計画的に行うため，平成１９年度を初年度とする常陸太田市

第５次総合計画を決定いたしました。市の将来像については，「自然・歴史を活かし，人・地域が

かがやく協働のまち」とし，常陸太田市の誇る地域環境・潜在力である豊かな自然，息づく歴史，

あふれ出る真心を生かして，市民のだれもが住んでよかったと思えるまちを目指すものといたし

ました。輝く人づくり，安らぎのある快適環境づくり，まちの元気づくりを施策の基本として，

一つ一つ着実に諸施策を進めてまいります。これからのまちづくりは，市民の皆さんと行政が一

緒にまちを考え，行動し，つくっていくことが大切であると考えており，市民協働のまちづくり

に取り組んでまいります。 

 次に，平成１９年度の予算と施策の概要について申し上げます。国においては，経済財政運営

と構造改革に関する基本方針２００６に沿って，国の歳出予算と歩みを一つにして，地方の歳出

を見直すこととし，定員の純減と給与構造改革等による給与関係経費の抑制や，地方単独事業費

を抑制することにより，財源不足額の圧縮を図ることとする一方，地方税，地方交付税等の一般

財源の増額を確保することを基本といたしまして，地方財政対策を講じることとし，地方財政計

画の規模は８３兆 1,２６１億円で，前年度に比較して２４７億円，0.０３％の減と，６年連続し

て減額となりました。 

 一般財源につきましては，前年度に引き続き，総額が確保されたというものの，地方交付税が

１５兆 2,０２７億円で，前年度に比較して 7,０４６億円，4.４％の減，臨時財政対策債が２兆

6,３００億円で，前年度に比較して 2,７７２億円，9.５％の減となり，地方交付税の比率が高い

本市にありましては，昨年にもまして大変厳しい予算編成となりました。 

 このような中で，第５次総合計画及び合併まちづくり計画に位置づけられた諸施策を着実に推

進するとともに，速やかに地域の一体性を確保し，合併効果を生かしながら，給与関係経費の削

減，交際費，旅費，消耗品費等の縮減，常勤特別職の給料の削減，管理職手当の削減，時間外勤

務手当の縮減など，経常経費の徹底した節減・合理化に努めますとともに，民間委託の推進，指

定管理者制度の導入及び補助金の整理・合理化等によりまして，経費の縮減を図るなど，限られ

た財源を有効に活用することを基本といたしまして，予算編成を行いました。 

 この予算編成に当たっては，２年目となる定員適正化計画に基づく職員数の削減などによりま

して，職員に係る人件費を前年度との比較で，１億 6,８００万円，3.１％を削減するとともに，

計画的な市債残高の減額と将来の財政負担軽減を図るため，市債の発行額を元金償還額の８０％

以内に抑制し，可能な限り交付税算入率の高い有利な起債を充てております。さらに市債を抑制
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する中で，合併特例事業債を有効に活用し，まちづくりの財源として新たな基金を設置するなど，

将来の健全な財政運営を念頭に置いて，緊縮型予算を編成しました。 

 平成１９年度の各会計の予算規模についてでありますが，初めに一般会計は２３４億 3,６００

万円で，1.５％の減であります。特別会計は８会計で，総額１９９億３６５万 9,０００円，1.３％

の増，企業会計は２会計で，総額２３億３５万 6,０００円，２1.３％の増となっております。各

会計の予算を合計いたしますと，４５６億 4,００１万 5,０００円で，0.７％の増となっておりま

す。 

 以下，行政の各分野について，施策の基本的な考え方と概要を申し上げます。 

 初めに，行政力改革についてであります。地域協働の推進と市民参画につきましては，市民の

一体感の醸成や地域の振興を目的としたまちづくり振興基金を新たに設置し，市民の自立的な活

動や支援などに活用いたします。また，新たに市民協働推進課を設け，全庁的に各施策・事業に

おいて，市民との協働を強力に推進してまいります。その一環として，各種計画等の形成過程に

おいて，公正・透明性を確保するとともに，市民の多様な意見を把握するため，パブリック・コ

メント制度を導入してまいります。 

 さらに，協働によるまちづくりを進めるに当たり，市の施策や各種制度など市民の身近な問題

や取り組みなどについて，市民の要望に応じて市職員による出前講座を開設してまいります。行

政組織機構につきましては，簡素で合理的，そして，迅速な行政意思を決定できる組織の構築を

目指し，平成１９年４月から新たな行政組織を発足いたします。市政の総合調整，特命事項の推

進を図る政策推進室を設置するとともに，健康で楽しい生活を営んでいただくために，保健セン

ターを健康づくり推進課として位置づけ，健康づくりにかかわる市民サービスの向上を目指しま

す。 

 また，内部組織として，職員給与等適正化検討委員会を発足させ，定員管理適正化計画に基づ

く，職員数の抑制を図るとともに，職員給与の適正化等について検討を進めます。 

 さらに，総合計画前期基本計画においては，各施策に施策目標を設定したところですが，厳し

い財政状況下において，効率的かつ効果的な行財政運営を進めるため，行政評価制度を構築し，

ＰＤＣＡの一層の徹底を図ってまいります。 

 市税につきましては，適正な課税に努め，税収の確保を進めるため，税政係を納税推進係とし

て，公平な税政と財政基盤の安定に努めてまいります。特に，国から地方への税源移譲による市

民税の確保については，徴収体制を強化して対応してまいります。 

 次に輝く人づくりについてであります｡人がいて，地域があります。市民一人一人の暮らしと活

動に，生きる力がみなぎっていることが，まちの快適環境と元気のもととなります。市民一人一

人が，地域社会の中で個性，能力，技を発揮できる輝く人づくりを進めてまいります。 

 初めに，未来を拓く人づくりでございます。 

子育て支援につきましては，次世代育成支援行動計画に基づき，事業の推進を図ってまいりま

す。 

 特に，子育ての環境整備を図るため，地域子育て支援センターの充実に努めるとともに，要保
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護児童の早期発見や適切な保護を図るため常陸太田市子どもサポートネットワークとの密接な連

携を図り，虐待のない社会の形成に努めてまいります。 

 また，小学校児童の放課後の安全な居場所づくりを推進するため，地域の方々との連携による

放課後子ども教室推進事業に取り組んでまいります。 

 幼稚園教育につきましては，全幼稚園において３歳児保育・預かり保育を拡充し，幼児の心身

の健全な発達を図るとともに，新たに太田進徳幼稚園及び幸久幼稚園において，給食を実施し，

食育教育の充実及び保護者の子育て支援に努めてまいります。 

 学校施設につきましては，常陸太田市における学校施設等のあり方についての答申を踏まえ，

小中学校の適正規模や幼稚園のあり方，児童生徒，園児数の推移を見ながら施設の整備等も考慮

し，計画的な配置を推進してまいります。施設整備につきましては，峰山中学校改築に伴う基本

設計，里美中学校旧校舎解体撤去工事及び世矢幼稚園給食パントリ－を整備してまいります。 

 楽しい人生の生きがいづくりでございます。 

 生涯学習の推進につきましては，市民ニーズや社会背景などに配慮しまして，世代別・課題別

の学習機会や時代の要請に応じた学習内容の充実，市民との協働運営による講座や教室の開催，

市民提案による学習会の拡充など学習プログラムの多様化・高度化を図ってまいります。 

 スポーツ・レクリエーション活動への支援につきましては，身近な地域で，だれでも，いつで

も，世代を超えて，気軽にスポ－ツを楽しめる環境をつくるため，総合型地域スポーツクラブ設

立の促進を図ってまいります。 

 また，地域における文化活動の活性化を図りますため，ＮＨＫ全国放送公開番組「ＮＨＫのど

自慢」の本市での開催招致について活動してきましたところ，本年６月１７日に市民交流センタ

ーでの開催が決定いたしました。 

 次に，安らぎのある快適環境づくりであります。地域社会の中で，市民や地域がその能力を生

かし，お互いに支え合いながら暮らす地域コミュニティの充実を図るとともに，すぐれた自然環

境の保全，私たちが暮らす源となる生活環境の充実，市民の生活や生命を守る地域社会の確保な

ど安らぎのある快適環境づくりを進めてまいります。 

 ぬくもりのあるコミュニティづくりでございます。 

 障害者福祉につきましては，障害者自立支援法に基づく利用者自己負担金について，新たに市

独自の軽減措置を実施してまいります。 

 高齢者福祉につきましては，地域で安心して暮らすことができるための宅配買い物代行サービ

ス助成事業の拡充を図るとともに，外出支援サービス事業や緊急通報体制等整備事業，配食サー

ビス事業，在宅介護支援センター運営事業など，きめ細かなサービスの提供と介護予防事業の充

実に努めてまいります。 

 市民の地域活動への支援につきましては，総合計画での各施策を展開していくにあたり，市民

と行政との協働のまちづくりの実現を図るため，地域づくり活動や市民活動を支援し，市民参加

の基盤を整えてまいります。 

 国民健康保険につきましては，診療報酬明細書（レセプト）や健診事業からの疾病分析を行い，
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生活習慣病対策としての「特定健康診査等実施計画」を策定して進めてまいります。 

 老人保健につきましては，後期高齢者医療広域連合において，事業の推進を図ってまいります。 

 保健予防につきましては，基本健康診査を初め，各種がん検診の受診啓発と受診率の向上を図

り，早期発見・早期治療と事後指導の強化に努めるとともに，各地区集会所等で健康相談，栄養

指導･栄養改善を実施してまいります。 

 介護予防につきましては，地域包括支援センターの機能充実を図るとともに，シルバーリハビ

リ体操指導士の連携のもと，介護予防とリハビリを目的に行ういきいきヘルス体操の普及・拡大

を市内全地区で実施し，転倒予防，体力維持・向上に努めてまいります。 

 次に，快適な暮らしづくりについてでございます。 

 道路の整備につきましては，市民生活を初め経済･社会活動を支える上で，最も重要な社会資本

となっておりますことから，幹線道路である国道２９３号バイパス，国道４６１号の水府里美間

の拡幅及び県道常陸那珂港山方線や身近な生活道路の整備を国や県など，関係機関の協力をいた

だき，積極的に推進をしてまいります。 

 広域幹線道路と位置づけております常陸太田南部幹線道路延長 7.５キロメートルの全区間に

つきましては，本年度より早期完成に向け，事業に着手してまいります。 

 常陸太田駅周辺地区の整備につきましては，中心市街地の活性化を図るとともに，ＪＲ水郡線

の利用促進と利便性の向上が求められておりますことから，平成１９年度に駅前広場，国道等の

都市計画の変更手続を進めるとともに，早期に整備計画を取りまとめ，平成２０年度から整備工

事に着手する予定であります。 

 公共交通体系の整備につきましては，路線バスの減便や廃止が進む中で，小中学校児童生徒の

通学や高齢者の日常生活の利便を図るため，路線バスの存続，市民バス路線などの見直し及び予

約型乗合タクシーの試行運行を実施してまいります。 

 上水道事業につきましては，企業経営の健全化を基本姿勢とし，今後の水需要の動向を的確に

把握するとともに，第８次拡張事業として，佐竹地区に配水池の新設などの整備を図り，安全で

おいしい水の安定供給に努めてまいります。なお，第８次拡張事業の実行に当たっては，給水人

口の変動等をさらに精査をし，考慮して慎重に実施してまいります。 

 また，水道施設情報管理一元化のため，瑞竜浄水場内に金砂郷地区の遠方監視装置を移設する

など，事業統合に向けた施設の整備を図ってまいります。 

 公共下水道事業につきましては，市民の快適な生活環境をつくるとともに，河川等の水質保全

を図りますため，引き続き下河合町，上河合町，磯部町，大森町などの整備を推進してまいりま

す。 

 特定環境保全公共下水道事業につきましては，処理施設の整備が完了いたしましたことから，

本年４月より久米，大里を初めとする一部区域において供用の開始を予定しております。また，

第２期工事以降の計画については，費用対効果の観点から見直しを図り，市民の納得の得られる

ものといたします。 

 農業集落排水事業につきましては，施設の竣工に伴い，中野小島地区を本年４月より供用を開
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始するとともに，佐都４地区が，平成１９年度新規補助採択となりましたことから，同地区の整

備を推進してまいります。 

 戸別合併処理浄化槽設置整備事業につきましては，これまで里美地区を対象としてきましたが，

今後は市内全域に区域を拡大するなど，引き続き下水道事業の推進に努めてまいります。 

 し尿処理対策につきましては，市内全地域の許可制度導入に向け，直営で行っております常陸

太田地区の生し尿収集業務の見直しを行ってまいります。 

 なお，里美クリーンセンターにつきましては，汚泥再生処理施設として整備してまいります。 

 ごみ処理対策につきましては，ごみ減量推進係を新設いたしまして，出前講座や地区説明会に

よるごみの資源化・減量化の啓発活動強化を図り，資源循環型の地域形成に向けた取り組みを進

め，ごみの減量化による処理費用の削減に努めてまいります。 

 情報基盤の整備につきましては，地域格差を是正するため，上宮河内町に移動通信用鉄塔を建

設してまいります。 

 安心・安全なまちづくりについて申し上げます。 

 安心・安全なまちづくりにつきましては，市民による自主防犯組織の育成・支援・強化や防犯

灯・街路灯の設置を促進して，防犯体制の充実を図ります。 

 防災につきましては，常陸太田市地域防災計画を計画的に見直し，市民を災害から守るととも

に，被害の軽減に努めてまいります。 

 また，市民が，自分たちの地域は自分たちで守るという自覚や連帯感を醸成するため，自主防

災組織の組織化を図ってまいります。 

 さらに，洪水時の住民の迅速な避難の確保を図るため洪水ハザードマップを作成し，市民に周

知してまいります。 

 防災行政無線につきましては，平成１８年度の里美地区の整備に引き続き，平成１９年度は，

水府地区既存施設の更新及び金砂郷地区のシステム統合をすることにより，市全体の統一した運

用を図ってまいります。 

 消防につきましては，消防ポンプ自動車の更新や機械機具置き場の建てかえを実施してまいり

ます。また，高齢化率の増加に伴い，救急体制を確立するため，市内の各医療機関と連携をし，

医療サービスネットワークの構築を目指してまいります。 

 次に，まちの元気づくりであります。 

 市特有の風土，自然，歴史，文化の中で育まれてきた独自の産業や地域資源の育成と有効活用

を一体的に進め，地域ブランド力を高め，人々が盛んに交流する空間を創出し，市民が誇りと愛

着を持って暮らすまちの元気づくりを進めてまいります。 

 地域を支える産業の元気と働く環境づくりについてであります。 

 農業につきましては，平成１９年度から品目横断的経営安定対策事業の導入が実施されるなど，

農政の大きな転換が図られようとしております。このため，担い手育成や新たな農業政策に対応

した集落営農の確立，あるいは，耕作作業が困難になってしまった農家をサポートする組織を設

立するなど取り組みを進めてまいります。また，機初・西小沢・世矢地区の担い手の育成と農地
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の利用集積の促進を図るため，ライスセンターの整備を図ります。さらに，野生鳥獣から農林作

物の被害を軽減するため，電気さくの購入時における助成事業を行います。 

 林業につきましては，適切な森林管理のため，林道・作業道の整備を進めるとともに，広域的

な林道である奥久慈グリーンラインの早期開通に向けた整備を促進してまいります。 

 県北東部地区広域営農団地農道整備事業につきましては，町屋地区及び高萩地区の未整備地区

の早期完成を優先に，国・県に対して要望活動を積極的に行ってまいります。また，町屋地区に

おける区画整理事業に着手し，農業生産基盤や集落農道などの生活環境基盤の整備を実施してま

いります。 

 商工業の振興につきましては，中心市街地の再生と活性化のため，にぎわいを取り戻す事業や

空き店舗を利用した自主事業など，商店会が計画する商店街の活性化を目指した事業に対し，引

き続き支援をしてまいります。 

 企業誘致につきましては，ストップ少子化若者定住戦略及び税源確保対策として最も効果的な

ものの一つであり，新たに企画課内に企業誘致推進室を設置し，これまで以上に企業等の立地促

進や立地企業のフォローアップ体制を構築するとともに，県及び県開発公社等，関係機関と連携

し，優良企業の誘致に努めてまいります。 

 地産地消の推進につきましては，本市で生産された農林畜産物や加工品の地元での消費拡大を

推進するため，新たに常陸太田市地産地消推進協議会を設置し，地元スーパーや飲食店での取り

扱い，さらには，学校給食への活用拡充などを図るとともに，農産物直売所への販売拡大を促進

してまいります。 

 また，市内における木造住宅等の建築助成制度を確立し，地域産の木材活用の促進を図ってま

いります。 

 次に，地域ブランドと交流空間づくりでございます。 

 地域資源のブランド化につきましては，米やそばなどの特産品を初め，観光資源・景観・自然

環境など地域に存在するあらゆる資源を広く情報発信し，常陸太田市のブランド化に向け取り組

んでまいります。 

 本年２月に創設いたしました常陸太田大使活動の一環として，本市の魅力やよさをＰＲすると

ともに，市のイメージアップと観光振興・活性化などが図れるよう努めてまいります。 

 また，映画やテレビなどのロケ地を提供するフィルムコミッションへの取り組みを進めるとと

もに，市内全域を紹介した観光情報誌の発行と観光専用のホームページの開設による観光ＰＲを

図ってまいります。 

 交流空間づくりにつきましては，グリーンふるさと振興機構等の関係機関との連携を図り，地

域の特産物である米やそば，大豆等の農作物栽培，あるいは，育林作業等を通して，都市住民を

対象とした農林業の体験事業を推進し，グリーンツーリズムやスローライフプログラムを充実さ

せます。 

 自然・観光資源の環境整備につきましては，市内各所をめぐり，自然に触れ，歴史を学び，ふ

るさとの料理を味わうことのできる周遊ルートを設定するとともに，案内表示の整備や公衆トイ
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レの整備を図ります。 

 本市の恵まれた自然環境，歴史文化遺産，産業及び人材などの有形無形の地域資源を生かした，

エコミュ－ジアム活動を具体的に推進するため，新たに文化課を設けて，エコミュージアム推進

室を設置し，モデル地区を選定するなど，地域住民との協働により活動を実践していくとともに，

広く市民への理解と普及に努めてまいります。 

 さらに，歴史が取り持つ秋田市・仙北市との交流につきましては，昨年度に常陸太田市におい

て三市連携交流が合意されたところであり，より効果的かつ効率的に各分野における交流を促進

するため，本年８月に秋田市において三市連携交流にかかる提携書の調印を行います。また，こ

れに合わせ，連携交流各市において交流記念事業を実施してまいります。 

 以上，平成１９年度の施政方針を申し上げました。ご賢察の上ご理解をいただき，ご賛同を賜

り，その執行に対しまして，力強いご支援，ご協力を賜りますようお願いを申し上げます。 

 今回の提出案件は，条例の制定５件，条例の一部改正７件，法の一部改正による条例の整理２

件，規約の変更３件，平成１８年度各会計補正予算１１件，平成１９年度各会計予算１１件，合

計３９件であります。 

 なお，今会期中に，人事案件１件を追加提案する予定でありますので，あらかじめご了承をい

ただきたいと存じます。 

 各議案の提案理由などにつきましては，議題となりましたときに，助役及び担当部長よりそれ

ぞれ説明をいたします。慎重にご審議の上，原案のとおり可決，同意を賜りますようお願い申し

上げ，ごあいさつといたします。 

○議長（高木将君） 説明は終わりました。 

            ──────────────────― 

 日程第３ 議案第１号ないし議案第１７号 

○議長（高木将君） 次，日程第３，議案第１号常陸太田市副市長の定数を定める条例の制定に

ついて，議案第２号常陸太田市まちづくり振興基金の設置，管理及び処分に関する条例の制定に

ついて，議案第３号常陸太田市農業集落排水事業債償還基金の設置，管理及び処分に関する条例

の制定について，議案第４号常陸太田市戸別合併処理浄化槽設置事業運営審議会条例の制定につ

いて，議案第５号常陸太田市生活支援促進施設の設置及び管理に関する条例の制定について，議

案第６号常陸太田市職員の勤務時間，休暇等に関する条例の一部改正について，議案第７号常陸

太田市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正について，議案

第８号常陸太田市職員の給与に関する条例の一部改正について，議案第９号常陸太田市中小企業

事業資金融資あっせん条例の一部改正について，議案第１０号常陸太田市障害児就学指導委員会

条例の一部改正について，議案第１１号常陸太田市公民館の設置及び管理等に関する条例の一部

改正について，議案第１２号常陸太田市コミュニティセンターの設置及び管理に関する条例の一

部改正について，議案第１３号地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に

ついて，議案第１４号学校教育法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理について，

議案第１５号茨城県市町村総合事務組合規約の変更について，議案第１６号茨城租税債権管理機
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構規約の変更について，議案第１７号茨城北農業共済事務組合規約の変更について，以上１７件

を一括議題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。助役。 

〔助役 梅原勤君登壇〕 

○助役（梅原勤君） 提案者にかわりご説明申し上げます。 

議案書の１ページをお開き願います。議案第１号常陸太田市副市長の定数を定める条例の制定

について。常陸太田市副市長の定数を定める条例を次のように制定するものとする。平成１９年

３月６日提出，市長名。 

提案理由でございますが，地方自治法の一部を改正する法律が平成１８年６月７日に公布され，

その一部が平成１９年４月１日から施行されることに伴い，本条例を制定するものでございます。

地方自治法の一部改正によりまして助役制度が改正され，市に副市長を置くことになりました。

その定数を地方自治法により定めることとされたことによる改正でございます。２ページで，常

陸太田市副市長の定数を定める条例といたしまして，地方自治法第１６１条第２項の規定により，

副市長の定数は１人とすると制定するものでございます。 

 次に，３ページをお開き願います。議案第２号常陸太田市まちづくり振興基金の設置，管理及

び処分に関する条例の制定について。常陸太田市まちづくり振興基金の設置，管理及び処分に関

する条例を次のように制定するものとする。平成１９年３月６日提出，市長名。 

提案理由でございますが，合併特例事業債を活用して，市民の一体感の醸成と地域の振興を図

り，市民のまちづくりに資するため，まちづくり振興基金を設置することに伴いまして，地方自

治法の規定に基づき，本条例を制定するものでございます。 

条例の内容につきましては，４ページをお開き願います。第１条は基金を設置する目的，第２

条は積み立ての方法，第３条は基金の管理について定めております。４条は運用益金の処理につ

いてでありますが，基金の目的のための事業に充てること，または基金に積み立てることとして

おります。第５条は繰りかえ運用，第６条は基金の処分の条件，第７条は委任について規定して

おります。この条例の施行日は，附則で平成１９年４月１日としております。 

続きまして，５ページをお開き願います。議案第３号常陸太田市農業集落排水事業債償還基金

の設置，管理及び処分に関する条例の制定についてでございます。常陸太田市農業集落排水事業

債償還基金の設置，管理及び処分に関する条例を次のように制定するものとする。平成１９年３

月６日提出，市長名。 

 提案理由でございます。農業集落排水事業に係る地方債の償還に充てる財源を確保するため，

農業集落排水事業償還基金を設置することに伴い，地方自治法第２４１条第１項の規定に基づき，

本条例を制定するものでございます。 

 ６ページをお開き願います。第１条は設置の目的，以下，第２条は積み立て，第３条管理，第

４条運用益金の処理，第５条繰りかえ運用，第６条基金の処分及び第７条委任となってございま

す。附則で，この条例は平成１９年４月１日から施行することとしております。 

 議案書７ページをお開き願います。議案第４号でございます。常陸太田市戸別合併処理浄化槽
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設置事業運営審議会条例の制定について。常陸太田市戸別合併処理浄化槽設置事業運営審議会条

例を次のように制定するものとする。平成１９年３月６日提出，市長名。 

 提案理由でございます。常陸太田市戸別合併処理浄化槽設置事業の円滑な運営を図るため，常

陸太田市戸別合併処理浄化槽設置事業運営審議会を設置することに伴い，地方自治法第１３８条

の４第３項の規定に基づき，本条例を制定するものでございます。 

 ８ページをお開き願います。この審議会は２条にございますように，市長の諮問に応じ，戸別

合併処理浄化槽の使用料及び分担金，その他事業運営についての審議を行うことを目的としてお

ります。この事業はすでに里美地区において実施しておりまして，徹底した維持管理により良質

な水環境が保たれていることから，全地域に普及させてまいりたいと考えております。このため，

公共下水道事業及び農業集落排水事業との分担金や維持管理面の整合性を図る必要から提案する

ものでございます。 

 １０ページをお開きいただきます。議案第５号常陸太田市生活支援促進施設の設置及び管理に

関する条例の制定について。常陸太田市生活支援促進施設の設置及び管理に関する条例を次のよ

うに制定するものとする。平成１９年３月６日提出，市長名。 

 提案理由でございますが，高齢者の生きがい発揮と女性の能力発揮を目的として，小中地区，

及び上深荻大菅地区に生活支援促進施設を設置するに当たり，この施設の設置及び管理について

必要な事項を定めるため，本条例を制定するものでございます。 

 この施設は旧小中公民館及び旧上深荻大菅公民館を，国庫補助事業であります新山村振興等農

林漁業特別対策事業により，建てかえ整備したものでございまして，整備後は小中コミュニティ

センター及び上深荻大菅コミュニティセンターとしても活用するものでございます。 

次の１１ページに条例がございます。趣旨，設置，管理等について定めたものでございます。

附則でございますが，この条例は１９年４月１日から施行になります。 

 なお，常陸太田市重要な公の施設に関する条例の一部を改正しまして，新たに当該施設を加え

るものでございます。 

 １３ページをお開き願います。議案第６号常陸太田市職員の勤務時間，休暇等に関する条例の

一部改正について。常陸太田市職員の勤務時間，休暇等に関する条例の一部を改正する条例を次

のように制定するものとする。平成１９年３月６日提出，市長名。 

 提案理由でございますが，職員の勤務時間制度の整備を図るため，休息時間を廃止すること等

に伴い，本条例の一部改正を行うものでございます。市職員の休息時間を廃止する改正及び用語

の整理でございます。１５ページに新旧対照表がございます。第６条第２項中の「市規則で」を，

「市規則の」に改める用語の改正であります。また，第７条の記載を，第７条削除と改める改正

でございます。 

 １６ページをお開き願います。議案第７号常陸太田市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び

費用弁償に関する条例の一部改正について。常陸太田市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び

費用弁償に関する条例の一部を改正する条例を次のように制定するものとする。平成１９年３月

６日提出，市長名。 



 ２１

 提案理由でございますが，介護認定審査会の委員等の報酬額を改正するため，本条例の一部改

正を行うものでございます。２０ページに新旧対照表がございますので，これによりまして，ご

説明をさせていただきます。合併時の里美村の編入に伴う経過措置としまして，従前の例による

としていた生産班長，村民の森クリーンセンター事務補佐の報酬でございますが，下段の方にご

ざいますけれども，当分の間としていたものを，平成１９年３月３１日までとするものでござい

ます。 

 さらに下の別表の改正でございますが，介護認定審査会の委員の報酬額が会長，合議体の長，

委員の３つに区分されていたものを，委員の報酬額として１つとし，１万 4,０００円に減額する

改正であります。 

 また，町会長，副町会長，班長の報酬額の改正でありますが，これまでの常陸太田地区におけ

る行政協力員，金砂郷，水府地区における区長，里美地区の自治会長の制度を町会長として統一

し，報酬額を定める改正であります。町会長につきましては，基本額を７万 6,４００円とし，そ

の区域に居住する世帯，１世帯ごとに６００円を加算し，さらに広報等の配布業務を受け持って

いただいている場合には，１世帯当たり２００円以下で，市規則で定める額を加算する内容の改

正であります。 

副町会長につきましては，基本額を２万 2,９００円とし，その区域に居住する世帯，１世帯ご

とに１８０円を加算し，さらに広報等の配布業務を受け持っていただいている場合には，１世帯

当たり２００円以下で，市規則で定める額を加算する内容の改正であります。 

班長につきましては，基本額を 7,６００円とし，広報等の配布業務を受け持っている世帯数を

１世帯当たり２００円以下で，市規則で定める額を報酬額とする改正であります。 

公民館長と公民館主事に関する改正につきましては，公民館長の年額６万円を１０万円にする

改正であり，公民館主事の報酬額を年額３万 5,０００円から月額６万 5,０００円に改めるもので

あります。 

また，町会長の報酬改正にあわせまして，備考を削るものでございます。 

２３ページをお開き願います。議案第８号でございます。常陸太田市職員の給与に関する条例

の一部改正について。常陸太田市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例を次のように制

定するものとする。平成１９年３月６日提出，市長名。 

提案理由でございますが，扶養手当の支給額を改正するため，本条例の一部を改正するもので

ございます。一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律が，平成１８年１１月１７

日に公布されたことに準拠した改正であります。少子化対策の１つとして，扶養手当の額を３人

目以降の子らに係る支給額を 1,０００円引き上げまして，6,０００円とするものでございます。

このことによりまして，１子，２子，そして３子以上の子らに係る支給額がすべて 6,０００円と

なります。 

２６ページをお開き願います。議案第９号常陸太田市中小企業事業資金融資あっせん条例の一

部改正について。常陸太田市中小企業事業資金融資あっせん条例の一部を改正する条例を，次の

ように制定するものとする。平成１９年３月６日提出，市長名。 



 ２２

提案理由でございますが，保証人に関する規定を改正するため，本条例の一部改正を行うもの

であります。次ページに条例の内容がございます。第９条中，「連帯保証人１名以上を付すほか」

を「原則として法人代表者のみとし」に改めるものであります。附則で，この条例は平成１９年

４月１日から施行するものでございます。 

２９ページをお開きいただきます。議案第１０号常陸太田市障害児就学指導委員会条例の一部

改正について。常陸太田市障害児就学指導委員会条例の一部を改正する条例を，次のように制定

するものとする。平成１９年３月６日提出，市長名。 

提案理由でございますが，機構改革に伴いまして，本条例の一部を改正するものでございます。

３０ページに条例の内容がございますが，平成１９年４月に行う機構改革に伴いまして，第９条

の学務課を指導室に改める改正でございます。 

次に，３２ページをお開き願います。議案第１１号常陸太田市公民館の設置及び管理等に関す

る条例の一部改正について。常陸太田市公民館の設置及び管理等に関する条例の一部を改正する

条例を，次のように制定するものとする。平成１９年３月６日提出，市長名。 

提案理由でございますが，里美地区公民館を統廃合するため，本条例の一部改正を行うもので

あります。次のページに条例の内容がございます。常陸太田市公民館第２条第２項の表中の里美

地区公民館９館を削除し，下段にございますように，小学校区ごとのもとの公民館２館，小里公

民館，賀美公民館を加えるものでございます。附則でございますが，この条例は平成１９年４月

１日から施行するものでございます。 

 続きまして，３７ページをお開き願います。議案第１２号常陸太田市コミュニティセンターの

設置及び管理に関する条例の一部改正について。常陸太田市コミュニティセンターの設置及び管

理に関する条例の一部を改正する条例を，次のように制定するものとする。平成１９年３月６日

提出，市長名。 

 提案理由でございますが，里美地区にコミュニティセンターを設置するため，本条例の一部改

正を行うものでございます。次ページに条例の内容がございますが，常陸太田市コミュニティセ

ンター第３条の表に，里美地区９公民館をコミュニティセンターと名称を改めて加えるものでご

ざいます。この条例は平成１９年４月１日から施行するものでございます。 

 続きまして，４０ページをお開きいただきます。議案第１３号地方自治法の一部を改正する法

律の施行に伴う関係条例の整理について。地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条

例の整理に関する条例を，次のように制定するものとする。平成１９年３月６日提出，市長名。 

 提案理由でございます。地方自治法の一部を改正する法律が，平成１８年６月７日に公布され，

その一部が平成１９年４月１日から施行されることに伴い，関係条例の整理を行うものでござい

ます。地方自治法の一部が改正されまして，助役制度の改正，収入役制度の改正，財務に関する

事項，吏員に関する事項等が改正されたことに伴う改正であります。この条例改正につきまして

は，複数の条例を１条から１７条までの条例でございますが，１つの条例で改正する手法を用い

た改正となります。 

 ４４ページ以降に新旧対照表がございますので，順次対照表でご説明をさせていただきます。 



 ２３

 ４４ページの第１条関係でございますが，常陸太田市表彰条例でございますが，第３条に助役，

収入役とありましたものを副市長に改める改正でございます。 

 ４５ページ，第２条関係，常陸太田市調査統計条例でございますが，第６条中の吏員を職員に

改める改正でございます。 

 第３条関係，常陸太田市印鑑条例でございますが，第４条第４項中の調製を作成に，第１６条

第２項中の職員をしてを職員に，に改める改正でございます。 

 ４７ページ，第４条関係でございますが，常陸太田市議会の議員の報酬及び費用弁償に関する

条例でございますが，別表中の助役を副市長に改める改正でございます。 

 ４８ページ，第５条関係，常陸太田市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関す

る条例でございますが，第２条中の「助役及び収入役」を「及び副市長」に改める改正でござい

ます。 

 ４９ページ，第６条関係でございますが，常陸太田市特別職報酬等審議会条例，第２表中の「助

役及び収入役」を「及び副市長」に改める改正でございます。 

 ５０ページ，第７条関係でございますが，常陸太田市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅

費に関する条例でございますが，第１条第２号中の助役を副市長に改め，第３号を削り，附則第

３項中の「助役及び収入役」を「及び副市長」に改め，別表第１及び別表第２中の助役を副市長

に改め，収入役の項を削るものでございます。 

 ５１ページ，第８条関係になります。常陸太田市職員の旅費に関する条例でございますが，第

４条第４項及び第５条第２項中のいとまを時間的余裕に改める改正でございます。 

 ５２ページ，第９条，議会の議決に付すべき契約及び財産の取得または処分に関する条例でご

ざいますが，第３条中の不動産の信託の受益権を財産の信託の受益権に改める改正でございます。 

 ５３ページ，第１０条，常陸太田市市税条例でございますが，第２条第１号中の市吏員を市職

員に改める改正でございます。 

 ５４ページ，第１１条，常陸太田市行政財産使用料徴収条例でございますが，第１条の「第２

３８条の４第４項」を，「第２３８条の４第７項」に改める改正でございます。 

 ５５ページでございます。第１２条関係，常陸太田市環境保全に関する条例でございますが，

第１３条第１項中の「職員をして」を「職員に」に，第２項中の呈示を提示に改める改正でござ

います。 

 ５６ページでございます。第１３条関係でございます。常陸太田市土砂等による土地の埋立て，

盛土及びたい積の規制に関する条例でございますが，第１２条第１項中の「職員をして」を「職

員に」に，第１９条中の「第三者をして」を「第三者に」に改める改正でございます。 

 ５７ページでございます。第１４条関係，常陸太田市宅地開発事業の適正化に関する条例でご

ざいますが，１５条第１項中の「職員をして」を「職員に」に改める改正でございます。 

 ５８ページ，第１５条関係，常陸太田市営住宅の設置及び管理に関する条例でございますが，

第３７条第２項の「職員をして」を「職員に」に改める改正でございます。 

 ５９ページ，第１６条，常陸太田市消防団の定数，任免，給与，服務等に関する条例でござい



 ２４

ますが，別表第３中の助役を副市長に改める改正でございます。 

 ６０ページ，第１７条，常陸太田市教育委員会教育長の給与，勤務時間及びその他の勤務条件

に関する条例でございますが，第２条中の助役を副市長に改める改正でございます。 

 ６１ページをお開きいただきます。議案第１４号学校教育法等の一部を改正する法律の施行に

伴う関係条例の整理について。学校教育法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理

に関する条例を次のように制定するものとする。平成１９年３月６日提出，市長名。 

 提案理由でございます。学校教育法等の一部を改正する法律が平成１８年６月２１日に公布さ

れ，平成１９年４月１日から施行されることに伴い，関係条例の整理を行うものでございます。

学校教育法等の一部が改正され，盲学校，ろう学校もしくは養護学校を特別支援学校と改める改

正がなされたことに伴う改正でございます。この条例改正につきましても，複数の条例を１つの

条例で改正する手法を用いた改正となります。 

 ６３ページに新旧対照表がございます。第１条関係，常陸太田市遺児手当条例でございますが，

第２条第１号中の盲学校，ろう学校もしくは養護学校を特別支援学校に改める改正でございます。 

 ６４ページの第２条関係でございますが，常陸太田市医療福祉費支給条例でございますが， 

別表第１第３項中の盲学校，聾学校及び養護学校を特別支援学校に改める改正でございます。 

６５ページをお開き願います。議案第１５号茨城県市町村総合事務組合規約の変更について。

地方自治法第２８６条第１項の規定に基づき，茨城県市町村総合事務組合規約を別紙のとおり変

更するものとする。平成１９年３月６日提出，市長名。 

 提案理由でございますが，地方自治法の一部を改正する法律が平成１８年６月７日に公布され，

その一部が平成１９年４月１日から施行されること等に伴いまして，茨城県市町村総合事務組合

規約を変更することについて協議したいので，地方自治法第２９０条の規定により，議会の議決

を求めるものでございます。 

 具体的には６８ページの新旧対照表でお示ししてございます。消防団員等に係る公務災害補償

について，消防組織法及び水防法の改正に伴い，条項等の規定の整備を図る改正，組合の事務所

の位置について地番までを表示することとする改正，地方自治法の改正に伴い，助役，収入役制

度の見直し，吏員制度の廃止を行う改正及び茨城県後期高齢者医療広域連合の設立に伴い，広域

連合からも事務の委託を受けられるようにする改正でございます。 

 ７０ページをお開きいただきます。議案第１６号でございます。茨城租税債権管理機構規約の

変更について。地方自治法第２８６条第１項の規定に基づき，茨城租税債権管理機構規約を別紙

のとおり変更するものとする。平成１９年３月６日提出，市長名。 

 提案理由でございますが，地方自治法の一部を改正する法律が平成１８年６月７日に公布され，

その一部が平成１９年４月１日から施行されることに伴い，茨城租税債権管理機構規約を変更す

ることについて協議したいので，地方自治法第２９０条の規定により，議会の議決を求めるもの

でございます。 

 具体的には７２ページに新旧対照表でお示ししてございますけれども，地方自治法の改正に伴

いまして，収入役制度の見直し，吏員制度の廃止に伴う改正でございます。 



 ２５

 続きまして，７３ページをお開きいただきます。議案第１７号でございます。茨城北農業共済

事務組合規約の変更について。地方自治法第２８６条第１項の規定に基づき，茨城北農業共済事

務組合規約を別紙のとおり変更するものとする。平成１９年３月６日提出，市長名。 

 提案理由でございますが，地方自治法の一部を改正する法律が平成１８年６月７日に公布され，

その一部が平成１９年４月１日から施行されること等に伴い，茨城北農業共済事務組合規約を変

更することについて協議をしたいので，地方自治法第２９０条の規定により，議会の議決を求め

るものでございます。 

 次のページに内容がございます。第７条第３項及び６項の中の助役を副市町村長に改め，第８

条の収入役及び副収入役の規定を会計管理者の規定に改める改正でございます。第８条組合に会

計管理者１人を置く。２.会計管理者は管理者の所属する市町村の会計管理者をもって充てる。３.

会計管理者は組合の出納及びその他の会計事務をつかさどる。また，第９条第１項中の「吏員そ

の他の職員」を「職員」に改めるものでございます。 

 以上でございます。 

○議長（高木将君） 説明は終わりました。 

             ──────────────────― 

 日程第４ 議案第１８号ないし議案第２８号 

○議長（高木将君） 次，日程第４，議案第１８号平成１８年度常陸太田市一般会計補正予算（第

７号）について，議案第１９号平成１８年度常陸太田市国民健康保険特別会計補正予算（第３号）

について，議案第２０号平成１８年度常陸太田市老人保健特別会計補正予算（第２号）について，

議案第２１号平成１８年度常陸太田市介護保険特別会計補正予算（第３号）について，議案第２

２号平成１８年度常陸太田市下水道事業特別会計補正予算（第４号）について，議案第２３号平

成１８年度常陸太田市農業集落排水事業特別会計補正予算（第３号）について，議案第２４号平

成１８年度常陸太田市戸別合併処理浄化槽設置整備事業特別会計補正予算（第２号）について，

議案第２５号平成１８年度常陸太田市簡易水道事業特別会計補正予算（第３号）について，議案

第２６号平成１８年度常陸太田市宅地分譲事業特別会計補正予算（第１号）について，議案第２

７号平成１８年度常陸太田市水道事業会計補正予算（第２号）について，議案第２８号平成１８

年度常陸太田市工業用水道事業会計補正予算（第３号）について，以上１１件を一括議題といた

します。 

 提案理由の説明を求めます。助役。 

〔助役 梅原勤君登壇〕 

○助役（梅原勤君） それでは，補正予算について説明をさせていただきます。横長のつづりで

ございます。 

１ページをお開きいただきます。議案第１８号平成１８年度常陸太田市一般会計補正予算（第

７号）。平成１８年度常陸太田市の一般会計補正予算（第７号）は，次に定めるところによる。第

１条が，歳入歳出予算の補正でございます。歳入歳出予算の総額から，歳入歳出それぞれ５億２

２７万 8,０００円を減額し，歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ２３５億 6,０４６万円とす
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る。第２条が繰越明許費でございます。第３条が債務負担行為の補正。第４条が地方債の補正で

ございます。平成１９年３月６日提出，市長名。 

 １２ページをお開きいただきます。事項別明細によりご説明をさせていただきます。 

 初めに，歳入の第１０款地方交付税２億９２６万 3,０００円の増でありますが，地方交付税の

決定によるものでございます。 

 第１２款分担金及び負担金の減額につきましては，茨城北農業共済組合への派遣職員数の減に

よりまして，給与等負担金が減額となりましたことが，主なものでございます。 

 １３ページの第１４款国庫支出金の国庫負担金でございますが，社会福祉費負担金の自立支援

給付費負担金１億 9,１８３万 9,０００円につきましては，障害者自立支援法施行による制度改正

によりまして，これまでの国庫負担金・補助金が整理再編され，新たに増となったものでござい

ます。また，児童手当関係経費につきましては，給付対象者の確定等により歳出を減額しますこ

とから，歳入も減額とするものでございます。 

 １４ページの国庫補助金に参りまして，一番上の合併市町村補助金２億 4,３２５万 8,０００円

でありますが，国がさきの１８年度補正予算におきまして，予算を確保しましたことから，１６

年度に合併した市町村につきましては，１８年度の事業として実施することになりましたので，

今回計上するものでございます。 

 １５ページの１５款県支出金の県負担金でございますが，児童手当関係経費の減，自立支援給

付費負担金 9,５９１万 9,０００円の増につきましては，国庫負担金と同様に，障害者自立支援法

により制度改正等によるものでございまして，また，１５ページの中ほど以降の県の補助金につ

きましては，事業の確定や決算見込みから補正減，あるいは増とするものでございます。 

 次に，１８ページをお開きいただきます。一番上の第１６款財産収入の土地売払収入 1,７０１

万 8,０００円の増でありますが，佐竹南台ほか未利用市有地の売払収入でございます。 

第１８款繰入金の減債基金繰入金でございますが，事業の確定などによりまして，歳出が大き

く減額になりますことから，基金からの繰り入れを減額するものでございます。 

また，肉用牛特別導入事業基金繰入金につきましては，国の制度改正により補助金を返還する

ことになりましたので，返還分を基金会計から繰り入れるものでございます。 

第２０款諸収入の雑入の減額につきましては，マル福の高額療養費制度の改正によりまして，

高額療養費等返納金が減額となりましたことが，主なものでございます。 

１９ページ，第２１款市債につきましては，合併特例事業であります防災行政無線整備事業と

消防里美出張所整備事業を，先ほどご説明申し上げましたように，国の補正予算でつきました合

併市町村補助事業に切りかえることによりまして，１億 8,６９０万円を減額するもののほか，事

業の確定や見込み等によりまして，２億 4,４３０万円を減額し，合わせて４億 3,１２０万円を減

額するものでございます。 

 ２０ページからは歳出でございます。今回の補正は，各事業数量等の確定，あるいは契約差金，

その他制度の確定などによるものが主な内容でございますので，増額計上及び減額するものを中

心にご説明をいたします。大きな動きをするものを中心にご説明いたします。 
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 初めに，第２款総務費の一般管理費でございますけれども，当初退職予定者を１０名見込んで

おりましたが，勧奨退職者等が多くなりましたので，退職手当特別負担金１億６９９万円を増額

するものでございます。 

また委託料につきましては，条例等の改正が当初見込みより多かったことから，例規類集の加

除経費を５４７万円増額するものでございます。 

 ２１ページの第３目財政管理費の積立金８６１万 9,０００円でございますが，財政調整基金は

預金利子を，減債基金は預金利子と安全快適な道緊急整備事業の補助金に６４４万円を積み立て

るものでございます。 

 ２３ページに参りまして，第１５目諸費の肉用牛特別導入事業県返還金 1,３５１万 3,０００円

でございますが，国の家畜導入事業の中の特別導入事業が廃止されたことに伴いまして，肉用牛

特別導入事業基金の原資となりました国庫補助金を返還することになりましたので，返還分を基

金から一般会計に繰り入れ，一般会計から返還するものでございます。 

 次に，２７ページをお開きいただきます。第５目老人医療給付費でありますが，平成２０年度

から後期高齢者の医療制度改革が実施されることに伴いまして，関連システム改修等の委託料３

９９万円と，後期高齢者医療広域連合の負担金の確定によりまして４０２万 9,０００円を増額す

るものでございます。 

 また，老人保健特別会計繰出金１億９３６万 1,０００円の増につきましては，支払い基金や国

庫支出金などの不足分を当該年度に繰り出し，翌々年度に精算をして一般会計に戻されるもので

ございます。 

 同じく２７ページ，第８目でございますけれども，介護保険費でありますが，委託料２０８万

8,０００円の増につきましては，老人医療給付費と同様に，後期高齢者の医療制度改革によるも

のでございまして，また，介護保険特別会計繰出金 2,２７９万 6,０００円の減につきましては，

介護保険給付費等の減に伴うものでございます。 

 ２８ページに移らせていただきまして，第３目児童措置費の児童手当１億 5,００４万円の減で

ありますが，給付対象者数が当初見込み数を下回ったことによるものでございます。 

 ２９ページの中ほど第４目老人保健事業費の委託料につきましては，各種検診事業の確定等に

よりまして，2,２６４万 5,０００円を減額するものでございます。 

 ３０ページの上段の方に移ります。診療所建設費の工事請負費 4,４７４万 9,０００円の減であ

ります。天下野診療所，里美歯科診療所建設に係る契約差金等でございます。 

 同じく３０ページの中ほど，じんかい処理費の委託料につきましては，事業費の確定などによ

り 2,０８３万 2,０００円を減額するものでございます。 

 ３２ページに参りまして，一番下の農業集落排水事業特別会計繰出金 4,５７７万円の減につき

ましては，今年度の事業費と前年度繰越金の確定によるものでございます。 

 次に，３５ページに移らせていただきます。下の方の第３目道路新設改良費でありますが，事

業の確定や決算見込みなどによりまして，委託料，工事請負費等，１億 3,６８０万 2,０００円を

減額するものでございます。 



 ２８

 ３６ページに参りまして，中ほどですが，下水道事業特別会計繰出金 2,７９５万 9,０００円の

減につきましては，本年度の事業費と前年度繰越金の確定によるものでございます。 

 ３７ページ中ほどですが，消防施設費の工事請負費 2,０４０万 5,０００円の減につきましても，

事業の確定によるものでございます。 

 ３８ページに参りまして，上段，工事請負費１億 1,５７９万 5,０００円の増でありますが，こ

れには合併市町村補助金を活用して，金砂郷地区，水府地区へ防災行政無線を整備する事業でご

ざいます。歳入で申し上げましたように，合併市町村補助事業につきましては，１８年度事業と

して実施することになりましたので，今回計上するものでございます。 

 続きまして，飛びまして，４５ページをお開き願います。４５ページ，学校給食センター建設

費でございますが，工事が完了しましたので，工事費等 2,４４９万 1,０００円を減額するもので

ございます。 

 それでは，前の方，７ページの方にお戻りいただきたいと思います。大変恐縮でございます。

７ページに戻りまして，繰越明許費に戻りますが，今回繰り越しが６事業でございますが，民生

費は後期高齢者医療制度改革に伴うものでありますが，国の１８年度補正予算に関連して，本年

度事業になったことによるものでございます。農林水産費と土木費は，補償交渉等に日数を要し

たことなどの理由によるものでございます。消防費は国の１８年度補正予算に関連し，本市では

合併市町村補助事業が本年度事業となったことによるものでございます。 

 ８ページに債務負担行為補正がございます。地方債証券共同発行連帯債務を追加するものでご

ざいますが，昨年と同様に本年度も市債発行にとりまして１億円分を大好きいばらき県民債とし

て，国と他の５市と共同で発行するため，追加するものでございます。 

 ９ページは，地方債の補正でございます。起債の限度額を４億 3,１２０万円減額するものであ

りますが，内容につきましては，歳入でご説明いたしましたとおりでございます。 

 続きまして，議案第１９号の方に参ります。議案第１９号平成１８年度常陸太田市国民健康保

険特別会計補正予算（第３号）についてでございます。 

第１条事業勘定の歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ３億３０１万 4,０００円を減額

し，歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ５６億 5,５５１万 9,０００円とする。第２条は繰越

明許費でございます。平成１９年３月６日提出，市長名。 

 今回の補正予算について主なものは，保険給付費の減による補正でございます。 

 まず，４ページをお開きいただきます。繰越明許費から説明をさせていただきます。高齢者医

療保険制度関連システム改修に伴うものでございまして，これは平成１９年度予算を１８年度分

として前倒し補正したことによるものでございます。 

 ７ページをお開きいただきます。事項別明細書歳入でございますが，第３款第１項国庫負担金，

第４款療養給付費等交付金，第５款県支出金につきましては，それぞれ被保険者１人当たりの給

付額及び給付件数の減等による負担金交付金の減でございます。 

 第３款第２項国庫補助金につきましては，先ほど繰越明許費で申し上げました高齢者医療保険

制度の内容と同一の内容でございます。 
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 第８款の繰入金につきましては，国・県補助金の補助額確定等による補正減でございます。 

 ９ページをお開きいただきます。第１款の総務費につきましては，歳入で申し上げました高齢

者医療保険制度関連システム改修に伴う委託料の補正であります。 

 第２款の保険給付費につきましては，それぞれの項において歳入で申し上げましたように，被

保険者１人当たりの給付額及び給付件数の減等による給付費等の補正減でございます。 

 続きまして，議案第２０号の説明をさせていただきます。議案第２０号平成１８年度常陸太田

市老人保健特別会計補正予算（第２号）についてでございます。 

 第１条，歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ２億 1,７８２万 5,０００円を減額し，歳入

歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ６５億 6,１４４万 3,０００円とする。平成１９年３月６日提

出，市長名でございます。 

 今回の補正予算につきましては，主なものは受給者数の減に伴う医療費の減額補正でございま

す。 

 ６ページをお開きいただきます。事項別明細書の歳入でございますが，第１款支払基金交付金，

第２款国庫支出金，第３款県支出金につきましては，歳出における受給者数の減による医療費の

減に伴います交付金，負担金の補正でございます。 

 第４款の繰入金につきましては，国庫支出金，国支出金の精算が翌年度になるため，一時，一

般会計で負担するものでございます。 

 次に，７ページをお開きいただきまして，歳出でございます。第１款の医療諸費につきまして

は，先ほどの医療費の減に伴う補正でございます。 

 続きまして，議案第２１号でございます。議案第２１号平成１８年度常陸太田市介護保険特別

会計補正予算（第３号）についてでございます。 

 第１条，事業勘定の歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ１億 5,７２８万 5,０００円を減

額し，歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ３９億 5,５７１万 6,０００円とするものでござい

ます。平成１９年３月６日提出，市長名。 

 今回の補正予算におきまして主なものは，保険給付費の減による補正でございます。 

 まず，６ページ，７ページをお開きいただきます。６ページから行きます。事項別明細でござ

います。 

 歳入でございますが，介護保険給付件数及び地域支援事業費の減に伴う国・県等支出金の減額

補正でございます。 

 続きまして，８ページをお開きいただきます。歳出でございますが，一般管理費につきまして

は，職員の異動によるものでございます。 

趣旨普及費につきましては，契約差金によるものです。 

また，施設介護サービス給付費等は，給付件数の減が見込まれることによる減額補正でござい

ます。 

９ページをごらんいただきます。介護予防住宅改修費から特定入所者介護サービス費まで，い

ずれも給付件数の減が見込まれることによる補正でございます。 
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 ９ページから１０ページまでの地域支援事業費につきましては，介護予防事業委託料の契約差

金等による減額補正でございます。 

 さらに，１０ページの支払準備基金積立金につきましては，支払準備基金の利子分を基金へ積

み立てるものでございます。 

 続きまして，議案第２２号に移らせていただきます。議案第２２号平成１８年度常陸太田市下

水道事業特別会計補正予算（第４号）についてでございます。 

 平成１８年度常陸太田市の下水道事業特別会計補正予算は，次に定めるところによる。第１条

でございます。歳入歳出予算の補正でございます。歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ 4,

５９０万 5,０００円を減額し，歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ２０億 4,２７６万 7,０

００円とする。以下，第２条は継続費の補正，第３条繰越明許費の補正及び第４条地方債の補正

でございます。平成１９年３月６日提出，市長名。 

 まず，４ページの継続費の補正でございますが，金砂郷・水府浄化センター建設事業費でござ

います。本年度事業費の確定による１億 5,４８０万円の減額でございます。 

 ５ページの繰越明許費の補正でございますが，平成１８年度の那珂久慈流域下水道建設工事負

担金につきまして，県より予算繰越の通知がございましたことから，追加補正するものでござい

ます。 

 ６ページをお開き願います。地方債の補正でございます。公共下水道，流域下水道及び特定環

境保全公共下水道建設事業費の確定によりまして，起債の限度額を 4,４４０万円減額するもので

ございます。 

 歳入歳出の内容につきましては，事項別明細でご説明をさせていただきます。 

 ９ページをお開きいただきます。歳入でございますが，６款の繰入金，一般会計繰入金につき

ましては，2,７９５万 9,０００円の減額でございます。 

 ７款の繰越金，前年度繰越金が 2,２９6 万 9,０００円でございますが，１７年度決算によるも

のでございます。 

 ９款の市債につきましては，4,４４０万円の減でございます。事業費の確定によるものです。 

 １０ページをお開き願います。歳出でございます。 

 下水道事業費 4,４０４万 9,０００円の補正減でございますが，工事費及び委託料など事業費の

確定によるものでございます。 

 公債費１８５万 6,０００円の補正減でございますが，１７年度借入分の利子の確定によるもの

でございます。 

 続きまして，議案第２３号でございます。平成１８年度常陸太田市農業集落排水事業特別会計

補正予算（第３号）についてでございます。 

平成１８年度常陸太田市農業集落排水事業特別会計補正予算（第３号）は，次に定めるところ

による。第１条，歳入歳出予算の補正でございますが，歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞ

れ 7,５３３万 3,０００円を減額し，歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ５億 8,４２６万 8,

０００円とするものでございます。以下，第２条は繰越明許費の補正，第３条は地方債の補正で
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ございます。平成１９年３月６日提出，市長名でございます。 

 まず，４ページの繰越明許費の補正でございますが，里美の大中地区水管橋布設がえ事業を次

年度へ繰り越すものでございます。 

 次に，５ページの地方債の補正でございますが，中野小島地区農業集落排水事業費の確定によ

り，起債の限度額を 1,４５０万円減額するものでございます。 

歳入歳出の内容につきまして事項別明細で説明させていただきます。 

 ８ページをお開きいただきます。歳入でございます。 

第３款の県支出金，農業集落排水事業補助金でございます。3,１８１万 5,０００円の減でござ

いますが，中野小島地区の事業費の確定によるものでございます。 

 ４款の繰入金，一般会計繰入金として，4,５７７万円減額してございます。 

 ５款の繰越金，前年度繰越金 1,７５８万 6,０００円は，１７年度の決算によるものでございま

す。 

 ７款の市債，農業集落排水事業債 1,４５０万円は，事業費の確定による減でございます。 

 次に，９ページをお開きいただきまして，歳出でございます。 

 総務管理費の 2,１５７万 3,０００円，及び施設整備費の 5,３７６万円，合計 7,５３３万 3,０

００円の補正減となってございます。これは委託料，工事費及び補償費など事業費の確定による

ものでございます。 

 続きまして，議案第２４号でございます。 

 平成１８年度常陸太田市戸別合併処理浄化槽設置整備事業特別会計補正予算（第２号）でござ

います。第１条でございますが，歳入歳出予算の補正でございますが，歳入歳出予算の総額から

歳入歳出それぞれ 1,９０７万 8,０００円を減額し，歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 8,

４７６万 5,０００円とするものでございます。第２条は地方債の補正でございます。平成１９年

３月６日提出，市長名。 

 まず，４ページの地方債の補正でございますが，起債額の確定による減額補正でございます。 

 以下，内容について，事項別明細で説明させていただきます。 

 ７ページをお開きいただきます。７ページは歳入でございます。里美地区で行っております戸

別合併処理浄化槽設置整備事業費の補助金２７０万 9,０００円，一般会計繰入金 1,３６１万円，

及び戸別合併処理浄化槽設置整備事業債６２０万円のそれぞれの減は，事業費の確定による補正

減でございます。 

８ページは歳出でございますが，歳入同様，１８年度の事業費の確定による減額補正でござい

ます。 

議案第２５号でございます。 

 平成１８年度常陸太田市簡易水道事業特別会計補正予算（第３号）についてでございます。 

１ページの第１条，歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ 3,３２８万 5,０００円を減額し，

歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ４億 1,２６０万 4,０００円とするものでございます。第

２条が繰越明許費，第３条が地方債の補正でございます。平成１９年３月６日提出，市長名。 
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 まず，４ページの繰越明許費でございますが，上高倉地区配水管布設がえ事業として，1,２８

７万 3,０００円を繰り越すものでございます。 

 次に，５ページの地方債の補正でございますが，起債額の確定による減額補正でございます。 

 次に，８ページをお開きいただきます。事項別明細でございますが，まず，歳入でございます。

１款の分担金及び負担金につきましては，新規加入者の増により７０万円を増額補正するもので

ございます。 

３款の繰入金につきましては，歳入の給水装置工事負担金，雑入の増及び歳出における各項目

の減により，２８８万 5,０００円を減額補正するものでございます。 

５款の諸収入につきましては，配水管等布設がえ補償費９１０万円を増額補正するものでござ

います。 

６款の市債につきましては，簡易水道事業債 4,０２０万円の減でございますが，工事請負費等

の確定による起債額の減額補正でございます。 

 ９ページが歳出でございます。 

 １款１項１目の一般管理費の役務費２０万円の減でございますが，口座振替申請の減によるも

のと，組織見直しに伴うシステム変更による減額補正でございます。 

 ２項１目，３項１目及び４項１目の委託料及び工事請負費のそれぞれの減額につきましては，

入札差金による減額補正でございます。 

 ２款１項２目の利子の２１７万円の減につきましては，起債額確定及び貸付利率の確定により

減額補正するものでございます。 

 続きまして，議案第２６号でございます。 

平成１８年度常陸太田市宅地分譲事業特別会計補正予算（第１号）。平成１８年度常陸太田市宅

地分譲事業特別会計補正予算(第１号)は，次に定めるところによる。第１条でございますが，歳

入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ４４４万 9,０００円を減額し，歳入歳出予算の総額をそ

れぞれ６７３万 3,０００円とするものでございます。平成１９年３月６日提出，市長名。 

 内容につきまして，６ページをお開きいただきます。 

 歳入でございます。１款の財産収入では，販売ができなかったことによる減でございます。 

 ２款の繰越金は前年度決算によるものでございます。 

 ３款の諸収入の減は，家庭菜園の入園料の減でございます。 

 続いて，７ページの歳出でございますが，１款の事業費につきましては，歳入同様事業費の確

定による補正減でございます。 

 ２款の予備費につきましては，歳入の繰越金を充当したものでございます。 

 次の２７号議案，２８号議案につきましては，水道部長より説明をいたします。 

 以上でございます。 

○議長（高木将君） 水道部長。 

〔水道部長 西野勲君登壇〕 

○水道部長（西野勲君） 議案第２７号及び議案第２８号について，提案者にかわりまして，ご
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説明申し上げます。 

 初めに，議案第２７号常陸太田市水道事業会計補正予算（第２号）についてでありますが，１

ページをお開きいただきます。 

第１条が総則でございます。 

第２条，平成１８年度常陸太田市水道事業会計予算第３条に定めた収益的収入及び支出の予定

額を次のとおり補正する。収入の水道事業収益を５８４万 6,０００円減額し，１１億１６９万 4,

０００円とし，支出の水道事業費用を２６９万 4,０００円減額し，１０億 7,４０１万 4,０００

円とするものです。 

 第３条，予算第９条に定めた一般会計から，この会計へ補助を受ける金額１億 4,４４２万 8,

０００円を５８９万3,０００円減額し，１億3,８５３万5,０００円に改めるものでございます。

平成１９年３月６日提出，市長名。 

 詳細につきましては，予算明細書にてご説明申し上げます。 

 ７ページをお開きいただきます。初めに収益的収入及び支出の収入ですが，２項２目７節の一

般会計補助金を５８９万 3,０００円減額するものですが，これは金砂郷地区の人件費及び事業の

確定分の補正処置でございます。 

 次のページをお開きいただきます。収益的支出でございますが，金砂郷地区分の支出見込み額

の確定などによりまして，歳出全体として減額補正をするものでございます。 

 次に，議案第２８号常陸太田市工業用水道事業会計補正予算（第３号）についてでございます

が，１ページをお開きいただきます。 

 第１条は総則でございます。 

第２条，平成１８年度常陸太田市工業用水道事業会計予算第３条に定めた収益的収入及び支出

の予定額を次のとおり補正する。収入の工業用水道事業収益を１５１万 3,０００円減額し，１億

3,３４４万 6,０００円とし，支出で工業用水道事業費用を１４万 8,０００円減額し，１億 3,４

５０万 1,０００円とするものです。 

 第３条，予算第８条に定めた一般会計からこの会計へ補助を受ける金額 6,３４９万 4,０００円

を２４５万 8,０００円減額し，6,１０３万 6,０００円に改めるものでございます。平成１９年３

月６日提出，市長名でございます。 

 詳細につきましては，予算明細書にてご説明申し上げます。 

 ６ページをお開きいただきます。収益的収入の１目１節水道料金で，超過料金を１万トン，１

万立方メートルの増量が見込めるため，９４万 5,０００円を増額するものでございます。 

 ２目７節の一般会計補助金の減額ですが，収入の見込み及び事業の確定により，太田分で２０

３万 8,０００円，金砂郷分で４２万円，それぞれ減額するものでございます。 

 収益的支出ですが，支出見込み額の確定等により，それぞれの費目において減額補正をするも

のでございます。 

 以上で説明を終わります。 

            ──────────────────― 
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○議長（高木将君） 説明は終わりました。 

午後１時まで休憩いたします。 

午前１１時５０分休憩 

            ──────────────────― 

午後１時００分再開 

○議長（高木将君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

            ──────────────────― 

 日程第５ 議案第２９号ないし議案第３９号 

○議長（高木将君） 次，日程第５，議案第２９号平成１９年度常陸太田市一般会計予算につい

て，議案第３０号平成１９年度常陸太田市国民健康保険特別会計予算について，議案第３１号平

成１９年度常陸太田市老人保健特別会計予算について，議案第３２号平成１９年度常陸太田市介

護保険特別会計予算について，議案第３３号平成１９年度常陸太田市下水道事業特別会計予算に

ついて，議案第３４号平成１９年度常陸太田市農業集落排水事業特別会計予算について，議案第

３５号平成１９年度常陸太田市戸別合併処理浄化槽設置整備事業特別会計予算について，議案第

３６号平成１９年度常陸太田市簡易水道事業特別会計予算について，議案第３７号平成１９年度

常陸太田市宅地分譲事業特別会計予算について，議案第３８号平成１９年度常陸太田市水道事業

会計予算について，議案第３９号平成１９年度常陸太田市工業用水道事業会計予算について，以

上１１件を一括議題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。助役。 

〔助役 梅原勤君登壇〕 

○助役（梅原勤君） それでは，当初予算について説明をさせていただきます。 

 ３ページをお開き願います。平成１９年度常陸太田市予算書の３ページでございます。議案第

２９号平成１９年度常陸太田市一般会計予算。 

平成１９年度常陸太田市の一般会計の予算は，次に定めるところによる。第１条が歳入歳出予

算でございます。歳入歳出予算の総額は，歳入歳出それぞれ２３４億 3,６００万円と定める。第

２条が債務負担行為，第３条が地方債，第４条が一時借入金でございます。一時借入金の借り入

れの最高額は２０億円と定める。第５条が歳出予算の流用でございます。平成１９年３月６日提

出，市長名。 

 １５ページをお開きいただきます。事項別明細でご説明をいたします。 

 初めに，歳入でございます。第１款市税の市民税でございますが，２７億 1,１３２万 6,０００

円で，５億円余の増。固定資産税につきましても，約１億円の増を見込んでおります。 

 １６ページから軽自動車税，市たばこ税，鉱産税，特別土地保有税，入湯税，都市計画税をそ

れぞれ計上しております。市税全体では５５億 2,６５３万 4,０００円で，前年度と比較しまして，

６億７３３万 4,０００円の増を見込んでおります。これらの計上に当たりましては，税源移譲，

定率減税の廃止，固定資産の増減，たばこの消費動向，さらには前年度の実績等を勘案いたしま

して計上しております。 
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 １８ページをお開き願います。第２款地方譲与税でありますが，税源移譲や地方財政計画等を

勘案して計上しております。 

 また，第３款の利子割交付金以降，配当割交付金，株式等譲渡所得割交付金，地方消費税交付

金，ゴルフ場利用税交付金，自動車取得税交付金，地方特例交付金につきましても，地方財政計

画及び前年度の実績等を勘案して計上いたしました。 

 ２０ページをお開きいただきます。第１０款地方交付税でございます。合併に伴う財政需要，

地方財政計画を勘案いたしまして，普通交付税７５億 6,０００万円，特別交付税７億 5,０００万

円を計上いたしました。 

 第１１款交通安全対策特別交付金につきましても，地方財政計画及び前年度の実績等を勘案い

たしまして計上したところでございます。 

 第１２款分担金及び負担金，第１３款使用料及び手数料につきましては，ともに減額計上であ

りますが，茨城北農業共済事務組合からの負担金の減，あるいは総合福祉会館の指定管理者制度

移行に伴います使用料の減などによるものでございます。 

 ２３ページをお開きいただきます。第１４款国庫支出金でありますが，障害者自立支援給付費

負担金２億 2,７０２万 4,０００円を計上しております。 

 ２４ページには，清掃費補助金として循環型社会形成推進交付金２億 1,０５２万 5,０００円，

道路橋りょう費補助金として，地方道路整備臨時交付金 7,１５０万円，道路橋りょう費と都市計

画費に分かれておりますが，まちづくり交付金 7,０００万円などを計上してございます。 

 ２６ページをお開きいただきます。中ほどになります。第１５款県支出金の県補助金につきま

しては，総務管理費補助金として市町村合併特例交付金１億１４０万円，農業費補助金として経

営構造対策事業費補助金１億 1,９３５万円，消防費補助金として洪水ハザードマップに係る総合

流域防災事業費補助金９２８万 9,０００円などを計上してございます。 

 ２９ページから３０ページにわたりますが，第１６款財産収入でございます。前年の土地開発

公社の残余財産受入収入がなくなりましたことから，通年ベースの計上になっております。 

 第１７款寄附金は，前年同様の計上でございます。 

 第１８款繰入金につきましては，特別会計繰入金，各基金からの繰入金，財産区繰入金を，そ

れぞれ計上してございます。 

 第１９款繰越金は前年同額でありますが，この計上に当たりましては，過去の実績等を勘案い

たしております。 

 第２０款諸収入につきましては，高額療養費制度及び障害者自立支援制度の改正などによりま

して，雑入が減額計上となっております。 

 ３４ページをお開き願います。２１款市債でございます。道路橋りょう債３億８００万円，都

市計画債６１０万円，消防債 1,１２０万円，市民交流センター整備事業に充当します社会教育債

１億 8,５００万円，過疎対策事業債３億 5,０１０万円，さらにはまちづくり振興基金や里美クリ

ーンセンター整備事業などに充当予定の合併特例事業債１０億 1,８７０万円，臨時財政対策債７

億 2,０００万円，総額で２５億 9,９１０万円を計上するものでございます。 



 ３６

 ３７ページからが歳出となってございます。主なものをご説明いたします。 

 総務費でございますが，４２ページをお開きいただきます。上から６行目になりますが，姉妹

都市訪問事業費交付金５５５万円でございます。秋田市，仙北市との三市連携交流事業実施に伴

う交付金でございます。 

 ４４ページに参りまして，下から３行目でございます。公有財産台帳システム化委託料３２９

万 7,０００円でありますが，旧４市町村別々でありました公有財産台帳を一元化しまして，業務

の効率化を図るものでございます。 

 ４６ページに参りまして，企画費の積立金，まちづくり振興基金積立金３億 8,０００万円であ

りますが，本市のまちづくりの財源として，合併特例事業債を活用して基金を造成するものでご

ざいます。 

 ４９ページをお開き願います。中ほどに移動通信用鉄塔施設整備工事 3,７８０万円でございま

すが，これは上宮河内町におきまして，携帯電話の不感地域解消のための鉄塔を建設するもので

ございます。 

 ５３ページをお開きいただきます。新たに目を設けました交通対策費につきましては，市民バ

スの運行経費といたしまして，委託料 3,２８３万 2,０００円を計上しております。 

 また，民間のバス路線維持のための補助金 2,６８５万円，予約型乗合タクシーの試行運行経費

４００万 4,０００円を計上いたしました。 

 ５４ページに参りまして，委託料で結婚推進事業委託料７０万円を計上しておりますが，新た

にＮＰＯ法人に委託をして推進するものでございます。 

 次に，６６ページをお開きいただきます。民生費でございますが，社会福祉総務費の中で，国

民健康保険特別会計繰出金４億 2,１０９万 5,０００円につきましては，保険基盤の安定，国保財

政の安定化支援事業，職員の給与費等に対するもののほか，人間ドック等の年齢制限見直し分な

どの経費について繰り出すものでございます。 

 ６９ページをお開きいただきます。６９ページ，上から４行目に宅配・買物代行サービス事業

費３１２万円につきましては，事業の周知を図りながら拡充に努めてまいります。 

 ７１ページをお開き願います。中ほどの助成金，障害者福祉サービス自己負担助成 1,５００万

円でありますが，障害者が福祉サービスを受けたときの１０％の自己負担につきまして，市独自

の制度を設けまして，その半額を助成するというものでございます。 

 ７３ページに参りまして，中ほどの扶助費２億 5,８５０万 8,０００円でありますが，この中に

は未就学児と妊産婦に対する外来自己負担助成事業 1,６５０万 7,０００円が含まれております。 

 また，下から３行目，介護保険特別会計繰出金７億１９１万 8,０００円につきましては，介護

給付費，介護予防などの地域支援事業，職員の給与費などの経費について繰り出すものでござい

ます。 

 ７９ページをお開きいただきます。下から５行目，地域子育て支援センター事業委託料２５１

万 3,０００円でありますが，新たに地域子育て支援センターを設置し，子育て環境を充実するも

のでございます。 



 ３７

 ８０ページに参りまして，上から３行目に児童手当がございます。合計で３億 7,７０４万円で

ございますが，現在１万円の給費は第３子以降に限られておりますが，新年度から３歳未満児に

つきましては，一律で月額１万円給付に改められることとなっております。 

 また，同じページの一番下の施設整備工事３８５万 8,０００円でありますが，プレハブ施設の

さたけ，はたそめ，くめの放課後児童クラブに空調設備を整備するものでございます。 

 ８７ページをお開きいただきます。衛生費でございますが，老人保健事業費の委託料の中ほど

に，基本健康診査委託料 6,２４９万 6,０００円がございます。これは新たに内臓脂肪症候群，い

わゆるメタボリックシンドロームを把握するため，ＬＤＬコレステロール，腹囲，尿酸などの検

査項目を追加しております。 

 続きまして，８８ページの上から４行目のミニドック検診事業につきましても，引き続き推進

するものでございます。 

 ９０ページをお開きいただきます。中ほどに簡易水道事業特別会計繰出金１億 7,４６０万円が

ございます。水府地区と里美地区の浄水場の家屋改修事業，里美地区の石綿管布設がえ事業等が

主なものでございます。 

 ９１ページになりますが，霊園費の工事請負費 1,３００万円につきましては，玉造霊園整備事

業としまして，墓所５５区画，駐車場，沿道を整備するものでございます。 

 ９５ページをお開きいただきます。上の方になりますが，工事請負費２億 5,８００万円につき

ましては，清掃センターの焼却炉等の補修と定期整備工事費でございます。 

 ９７ページをお開きいただきます。里美クリーンセンター整備費でございますが，総額で６億

4,４４４万 8,０００円を計上しております。１９年度と２０年度の２カ年で整備するものでござ

いますが，現在の生し尿処理対応型から浄化槽汚泥対応型への機能を変換しますとともに，処理

能力も１日１０キロリットルから１５キロリットルへ拡大するものでございます。 

 次，１００ページをお開きいただきます。農林振興費に入ります。工事請負費の中の集落道整

備工事 8,５０５万円，高齢者等活動生活支援促進施設整備工事 3,３４０万円につきましては，新

山村特別対策事業としまして，集落道は里川町において，前年度に引き続き整備をいたしますと

ともに，高齢者等活動生活支援促進施設は，新たに小菅町に整備をするものでございます。 

 １０１ページに参りまして，下から２行目，経営構造対策事業費１億 7,９０２万 5,０００円に

つきましては，みずほ農協が行うライスセンター整備事業に補助するものでございます。 

 １０４ページをお開きいただきます。農地費でございますが，ここには農道，用排水路等整備

事業費を計上しております。工事請負費 2,１８２万円は，農道，用排水路，ため池等の整備費で

ございます。また，負担金，補助金としまして，県北東部地区広域農道整備事業費負担金 6,３４

９万 4,０００円，小妻地区ふるさと農道整備事業費 3,７８０万円，県単土地改良事業費補助金

2,９６０万円等を計上しております。 

 また，１０５ページの一番下の農業集落排水事業特別会計繰出金１億 9,７６０万円でございま

すが，中野小島地区の整備がほぼ終了しましたので，佐都４地区の整備に本格的に着手してまい

ります。 
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 １１０ページをお開き願います。一番上の有害鳥獣等被害防止対策事業費１４０万円につきま

しては，鳥獣による被害を防止するための電気さくを購入した場合に，その費用の一部を補助す

るものでございます。 

 また，中ほどに地域産材を使用して住宅等を建築した場合，その経費の一部を助成する木造住

宅等建築助成事業費８７０万円を計上しております。 

 １１３ページをお開き願います。補助金でございますが，中ほどに空店舗活用事業費１６１万

1,０００円，中心市街地活性化推進事業費２７０万円を計上しております。空店舗活用事業につ

きましては，中心市街地ににぎわいを創出するための取り組みに支援をするものでございます。 

 １１６ページをお開き願います。工事請負費としまして，観光施設整備工事費 3,５８６万 3,

０００円を計上しております。これは西山公園駐車場のトイレの建てかえ，竜神大吊橋広域広場

ののり面整備などでございます。 

 また，１１７ページに補助金，助成金がございますが，各地区それぞれのイベント補助としま

して，3,０７２万 2,０００円を計上しております。 

 １２３ページに移ります。土木費になります。道路新設改良費でございますが，地方道路整備

臨時交付金事業１億 3,２００万円，道整備交付金事業１億 8,４００万円，その他道路新設改良事

業としまして７億 4,８００万円余を計上しております。地方道路整備臨時交付金事業，道整備交

付金事業につきましては，合併特例事業といたしまして，里野宮白羽線，大門幹線，磯部天神林

線，粟原小島線を整備するものでございます。 

 その他の道路新設改良事業につきましては，猿ケ橋線，沢目小目線，大草線，中沢線，青木線，

蚋橋岸内線，山根線，賀美小前線などを整備するものでございます。 

 １２６ページをお開きいただきます。上から６行目に都市計画道路再検討調査業務委託料６５

０万円を計上しております。都市計画道路につきまして，将来の交通量などを予測し，そのあり

方につきまして再検討をするものでございます。 

 １２７ページになりますが，公園費の工事請負費 1,７２０万円につきましては，地域住民を交

えたワークショップによって進めております消防庁舎跡地の公園整備でございます。 

 １２８ページをお開きいただきます。街なみ環境整備事業といたしまして 1,１８３万 9,０００

円を計上しておりますが，これは西二町小公園整備と，修景施設整備費補助が主なものでござい

ます。 

 続きまして，駅周辺整備事業費 9,０７８万 4,０００円でございますが，これにつきましては本

年度から合併特例事業と位置づけまして，駅周辺用地測量，駅前広場整備実施設計，駅舎建築設

計などを行うものでございます。 

１２９ページになります。中ほどに下水道事業特別会計繰出金６億 9,４６０万円がございます。

公共下水道事業は，市街化区域周辺部及び真弓町，磯部町，上河合町などを管路整備とあわせま

して，市街化区域内の雨水対策計画と市内全域の汚水排水整備計画を策定いたします。 

また，特定環境保全公共下水道事業は，汚水処理場の汚泥処理施設，自家発電設備を整備しま

すとともに，久米町，大里町，薬谷町，大平町，和田町，松平町で管路整備を進めることとして



 ３９

おります。 

１３１ページをお開きいただきます。住宅建設費に委託料６０８万円を計上しています。市営

住宅ストック総合活用計画に基づきまして，磯部町団地を建てかえるため，測量，地質調査，基

本設計を行うものでございます。 

 １３７ページをお開きいただきたいと思います。消防費に移ります。中ほどに工事請負費がご

ざいますが，消防機具置場建設工事 2,３７３万円につきましては，天下野町と上高倉町に整備を

するものでございます。 

 また，防火水槽につきましては，８基を設置する計画でございます。 

 次に，自動車購入費 2,０００万円でございますが，本署の消防ポンプ自動車が購入してから１

５年を経過して老朽化しておりますので，これを更新するものでございます。 

 １３８ページをお開きいただきまして，一番下の洪水ハザードマップ作成委託料 1,３９３万 4,

０００円でございますが，大雨等による洪水の危険などに対処し防災対策を強化するため，ハザ

ードマップを作成するものでございます。 

 続きまして，１３９ページになりますが，避難所表示板設置業務委託料３７４万 1,０００円に

つきましては，金砂郷地区，水府地区，里美地区の小中学校等に避難所の表示板を設置するもの

でございます。 

 同じく１３９ページ中ほどの自主防災組織補助金３１０万円につきましては，５町会を目安に

自主防災会の組織化を推進するものでございます。 

 １５０ページに移らせていただきます。教育費に移ります。下から５行目，中学生海外派遣事

業４７１万 1,０００円でありますが，中学２年生２４名をオーストラリアに派遣するというもの

でございます。 

 １５１ページに参りまして，学校建設費でありますが，委託料 2,２６４万 2,０００円につきま

しては，峰山中学校校舎建設に向けての用地測量，地質調査，基本設計委託でございます。 

 また，工事請負費１億 5,４９０万 3,０００円につきましては，里美中学校旧校舎解体工事と外

構・整地工事などでございます。 

 また，１５１ページから幼稚園費を計上してございますが，市内の全幼稚園におきまして実施

をいたします３歳児保育，預かり保育に係る経費につきましては，この幼稚園費に計上してござ

います。 

 また，世矢小学校のパントリー整備工事費につきましては，１５３ページの中ほどの工事請負

費に計上してございます。 

 １５５ページをお開きいただきます。１５５ページ中ほどの報償費，謝礼等７８６万 3,０００

円を計上してございますが，これは小学校単位で設置を進めます放課後子ども教室のコーディネ

ーターやボランティアなどに対します謝礼でございます。 

 １６１ページに移らせていただきます。１６１ページ，一番上の子供の未来を拓く実行委員会

助成金１３５万円でありますが，子供の体験活動等を推進する実行委員会へ助成をするものでご

ざいます。 



 ４０

 続きまして，１６７ページをお開きいただきます。１６７ページの市民交流センター費でござ

いますけれども，開館から１８年を経過しまして，照明設備が老朽化しておりますことから，照

明設備改修工事費２億 4,６７５万円を計上したものでございます。 

 大変恐れ入りますが，それでは１１ページの方にお戻りいただきます。１１ページまでお戻り

願います。第２表債務負担行為でございます。里美クリーンセンター施設整備事業の工事監理業

務と整備工事につきまして，今回，その期間，限度額について，それぞれ記載のとおり債務負担

行為をするものでございます。 

 １２ページをお開きいただきます。第３表地方債でございますが，起債の目的はそれぞれ記載

のとおりでございますが，限度額を総額２５億 9,９１０万円とするものでございます。起債の方

法，利率，償還の方法につきましては，ごらんをいただきたいと思います。 

 次に，１９７ページ，議案第３０号に移ります。議案第３０号でございます。 

平成１９年度常陸太田市国民健康保険特別会計の予算は，次に定めるところによる。第１条が

歳入歳出予算でございます。事業勘定の歳入歳出予算の総額は歳入歳出それぞれ６１億 4,３３５

万 8,０００円と定める。第２条が一時借入金でございます。一時借入金の借り入れの最高額は，

事業勘定１億 5,０００万円と定める。第３条が歳出予算の流用でございます。平成１９年３月６

日提出，市長名。 

２０４ページをお開きいただきます。事項別明細の歳入でございますが，第１款国民健康保険

税は，本年度１６億 6,３７０万 6,０００円。昨年度と比較しまして，８７９万 8,０００円の増

を見込んでおります。 

次に，第３款の国庫支出金でございます。本年度１５億 9,７８７万 7,０００円で，昨年より９

９８万 2,０００円の減となっております。内容といたしましては，保険給付費の増による国庫支

出金の増があるものの，老人保健拠出金及び介護納付金が減，さらには高額医療拠出金が減とな

っております。 

第４款の療養給付費等の交付金につきましては，１４億 3,３４２万円で，昨年より 5,３２７万

円の増となっております。これは退職者にかかわる保険給付費の増によるものでございます。 

次に，第５款の県支出金でございます。昨年度と比較して 1,５１８万 3,０００円の減となって

おります。これは国庫支出金と同様，老人保健拠出金，介護納付金，高額医療拠出金の減等によ

るものでございます。 

第６款の共同事業交付金につきましては，昨年度に比べて３億 9,４２８万 3,０００円の増を見

込んでおります。これは昨年１０月からの制度改正，３０万円を超え８０万円以下の再保険制度

である保険財政共同安定化事業の新設によるものであります。 

 ２０６ページをお開きいただきます。第８款の一般会計繰入金につきましては，４億 2,１０９

万 5,０００円を見込んでおります。特にその他の繰入金につきましては，保険税補てん分として，

昨年同様 8,０００万円を計上しております。また，支払準備基金繰入金につきましても，３億４

９５万 8,０００円を計上し，一般会計からの繰入金同様，保険税等の補てん分として充てており

ます。 
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 次に，２０８ページをお開きいただきます。歳出でございます。第１款第１項の総務管理費，

また第２項の徴税費につきましては，昨年と比べ若干の伸びを示しております。これは人事異動

によるものでございまして，その他事業費等については，一般会計の予算編成方針同様，経費の

削減を図っております。 

 次に，２１１ページをお開き願います。２１１ページ，第２款保険給付費でございます。合計

で４０億 7,０７３万円，昨年と比べ１億 1,４６８万 3,０００円の増となっております。これは

１人当たりの保険給付費の増によるものでございます。 

 ２１３ページをお開きいただきます。第３款老人保健拠出金の減につきましては，前々年度精

算による減。 

第４款介護納付金につきましては，国民健康保険に加入している４０歳から６０歳までのいわ

ゆる第２号被保険者数の減によるものでございます。 

 次に，第５款でございますが，昨年１０月の制度改正により，新たに３０万円を超える高額医

療に対する共同事業として，保険財政共同安定化事業が新設され，それに伴う拠出金として，２

１４ページにございますが，４億 1,９８２万円を計上してございます。 

 ２１５ページの予備費につきましては，保険給付費の備えとして１億円を計上しております。 

 次に，２２３ページをお開きいただきます。議案第３１号でございます。 

平成１９年度常陸太田市の老人保健特別会計の予算は，次に定めるところによる。第１条，歳

入歳出予算。歳入歳出予算の総額は，歳入歳出それぞれ６６億 1,９８５万 9,０００円とする。第

２条が歳出予算の流用でございます。平成１９年３月６日提出，市長名。 

 ２２８ページをお開きいただきます。事項別明細，歳入でございます。第１款支払基金交付金

のうち医療費交付金３２億 7,１８４万 6,０００円は，昨年に比べまして１億 1,０４８万 6,００

０円の減になっております。これは公費負担率が４％増となったことに伴いまして，支払い基金

からの交付率が逆に４％下がったための減であります。 

 次に，第２款国庫支出金，第３款県支出金，第４款繰入金につきましては，ただいま申し上げ

ました公費負担率がふえたための増となっております。 

 ２３０ページに歳出がございます。第１款の医療諸費につきましては，６４億 1,１２８万 1,

０００円で，昨年に比べまして 9,１５７万 3,０００円の減となっております。これは受給者数の

減によるものであります。 

 第２款第２項繰出金１億 6,８５２万 6,０００円につきましては，平成１７年度決算に伴う一般

会計への繰出金でございます。 

 次に，２３３ページをお開きいただきます。議案第３２号でございます。 

平成１９年度介護保険特別会計の予算は，次に定めるところによる。第１条が歳入歳出予算で

ございます。事業勘定の歳入歳出予算の総額は，歳入歳出それぞれ４２億 3,３６８万円と定める

ものでございます。第２条が一時借入金でございます。一時借入金の借り入れの最高額は，事業

勘定３億 1,０００万円と定めるものでございます。第３条が歳出予算の流用でございます。平成

１９年３月６日提出，市長名。 
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 ２４０ページをお開きいただきます。事項別明細，歳入でございますが，第１款の保険料でご

ざいます。６５歳以上の第１号被保険者保険料が 2,６１２万 1,０００円，率にしまして３.９％

の増となっております。これは税制改正に伴う激変緩和措置と，高齢者の増によるものでござい

ます。 

 また，３款の国庫支出金，４款の支払基金交付金，５款の県支出金につきましては，介護給付

及び地域支援事業に係る費用額の増によりまして，５.１％から５.２％の伸びとしております。 

 次に，２４２ページをお開きいただきます。７款繰入金ですが，繰入金につきましては，一般

会計繰入金は，介護給付件数の増によるものでございます。 

 次に，２４４ページからは歳出でございます。 

 ２４５ページ，第１款３項１目介護認定審査会費でございます。介護認定審査会費につきまし

ては，介護認定審査会委員報酬の見直し等によりまして，１０５万 3,０００円の減としておりま

す。 

 ２４７ページからの保険給付費でございますが，保険給付費につきましては，第３期常陸太田

市高齢者保健福祉計画をもとに，実績等を勘案して算出してございまして，全体として前年度と

比較し，１億 9,２４５万 6,０００円，５.２％の増を見込んでおります。 

１項の介護サービス等諸費でございますが，３億 8,３４１万 8,０００円，１2.４％の増，２４

８ページの２項の介護予防サービス等諸費は，１億 5,１９６万 6,０００円，４4.３％の減と見込

んでおります。これは，要介護１から要支援２へ移行する割合が，計画よりも少なくなると見込

んでいることによるものでございます。 

 ２４９ページ，５項の特別入所者介護サービス等費につきましては，制度改正による，より低

所得者の施設入所者に対する食費，居住費の一部を補足給付するものでございまして，前年度と

比較し，3,９９２万 1,０００円，１8.５％の減と見込んでおります。 

 ２５０ページ，４款からの地域支援事業につきましては，介護認定を受けていない高齢者を，

要介護状態へ移行することを防止するための介護予防事業費，地域包括支援センター事業費，任

意事業費でございまして，前年度と比較しまして２１５万 8,０００円，3.１％の増を見込んでお

ります。 

 続きまして，２６１ページをお開きいただきます。議案第３３号でございます。 

平成１９年度常陸太田市下水道事業特別会計予算について。平成１９年度常陸太田市の下水道

事業特別会計の予算は，次に定めるところによる。第１条は歳入歳出予算でございます。歳入歳

出予算の総額は，歳入歳出それぞれ１９億 4,６９０万 9,０００円と定める。第２条は地方債でご

ざいます。第３条，一時借入金でございます。借入金の最高額を６億円と定めるものでございま

す。平成１９年３月６日提出，市長名。 

 ２６５ページの方でご説明させていただきます。ここでは地方債でございますが，公共下水道，

流域下水道，特環下水道及び過疎対策事業を合わせまして，５億 5,６８０万円を起債の限度額と

してございます。起債の方法，利率及び償還の方法につきましては，表記のとおりでございます。 

 ２６８ページをお開き願います。事項別明細，歳入でございます。１款分担金及び負担金の受
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益者分担金でございます。金砂郷地区，水府地区の特定環境保全公共下水道が，４月１日より新

たに供用開始を予定しておりますことから，3,２４８万 4,０００円の受益者分担金をご負担いた

だくものでございます。 

 １段下がりまして，公共下水道事業受益者負担金でございます。新たな加入者が見込まれます

ことから，３８６万 8,０００円増の 1,７５２万 9,０００円となってございます。 

 ３款国庫支出金の下水道事業国庫補助金でございますが，事業の削減に伴いまして 6,２００万

円の減で，４億 1,８９０万円となってございます。 

 ２６９ページの６款一般会計繰入金でございますが，６億 9,４６０万円の繰入額となりまして，

2,３００万円の増でございます。 

 ９款は市債でございます。下水道事業債４億 8,９３０万円，過疎対策事業債 6,７５０万円，合

計５億 5,６８０万円となってございます。 

 ２７０ページをお開きいただきます。歳出でございます。公共下水道費としまして，５億 6,６

６６万 2,０００円を計上するものでございます。 

 ２７１ページの１３節 8,７６１万 4,０００円のうち，地質調査及び実施設計委託料 4,５００

万円は上河合地区，下河合地区の調査設計に，調査業務委託料 2,２５０万円は太田地区の雨水排

水計画の見直しを行うものでございます。 

 １５節工事請負費の３億 7,３３０万円につきましては，大森町，真弓町，磯部町，下河合町及

び上河合町において，下水道整備を行うものでございます。 

 ２７２ページをお開き願います。２目の流域下水道費でございます。これは茨城県が主体とな

って実施します那珂久慈流域下水道建設工事及び維持管理の負担金となってございます。 

３目金砂郷・水府地区の特環下水道費でございます。 

 ２７３ページの１３節委託料１億 4,６７３万 4,０００円のうち，汚水処理場建設工事委託料１

億円につきましては，汚水処理場に建設を予定しております汚泥処理設備及び自家発電設備工事

などを下水道事業団へ委託するのに要する費用でございます。 

 １５節工事請負費４億 8,１００万円につきましては，久米町，大里町，薬谷町，大平町，和田

町，松平町において下水道整備を行うものでございます。 

 ２７４ページをお開き願います。２款の公債費でございます。公共下水道及び特環下水道事業

債等の元金２億 9,８４０万 8,０００円と，利子分の２億 6,７２７万 9,０００円の合計，５億 6,

５６８万 7,０００円を計上するものでございます。 

 続きまして，２８３ページをお開きいただきます。議案第３４号平成１９年度常陸太田市農業

集落排水事業特別会計予算についてでございます。 

平成１９年度常陸太田市の農業集落排水事業特別会計の予算は，次に定めるところによる。第

１条歳入歳出予算でございます。歳入歳出予算の総額は，歳入歳出それぞれ５億２６４万 5,００

０円と定める。第２条地方債でございます。第３条一時借入金でございます。借り入れの最高額

は２億 7,０００万円と定めるものでございます。平成１９年３月６日提出，市長名。 

 ２８７ページをお開きいただきます。地方債でございますが，農業集落排水事業費 9,６００万
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円を起債の限度額としてございます。起債の方法，利率，償還の方法につきましては表記のとお

りでございます。 

 ２９０ページをお開き願います。事項別明細，歳入でございますが，１款分担金及び負担金の

受益者分担金でございます。金砂郷の中野小島地区が４月１日より新たに供用開始を予定してお

りますことから，現年度分 3,３４４万 2,０００円の受益者分担金をご負担いただくものでござい

ます。 

 第３款国庫支出金の農業集落排水事業費国庫補助金でございます。佐都４地区の整備に要する

農業集落排水事業費交付金１億１００万円となってございます。 

 第４款県支出金の農業集落排水事業費県補助金でございます。金砂郷の中野小島地区への県の

補助金及び推進交付金でございます。 

 ２９１ページの６款繰入金の一般会計繰入金でございます。１億 9,７６０万円の計上となって

ございます。 

 第９款は市債でございます。佐都４地区の整備に要する 9,６００万円を計上するものでござい

ます。 

 ２９２ページ，歳出でございます。１目総務管理費でございます。２９３ページの１３節委託

料には 5,６８０万 3,０００円を計上し，このうち処理施設保守点検業務委託料 3,７２７万 2,０

００円は，既に供用開始をしております里野宮地区など７地区の維持管理費に要する経費となっ

てございます。 

 ２５節の積立金５０６万 5,０００円につきましては，議案第３号におきましてご説明をさせて

いただきました，常陸太田市農業集落排水事業債の償還基金の設置，管理及び処分に関する条例

の制定に伴いまして積み立てを行うものでございます。 

 ２９４ページをお開きいただきます。２目施設整備費でございます。このうち１３節の委託料

１億６００万円につきましては，新規採択地区となっております佐都４地区の全体設計等を委託

するものでございます。 

 １５節の工事請負費１億６５０万円につきましては，佐都４地区の管渠布設工事費に要する費

用となってございます。 

 ２款公債費でございます。里野宮地区など８地区の農業集落排水事業債の元金 7,７５１万 5,

０００円及び利子の 4,９７４万 7,０００円の合計１億 2,７２６万 2,０００円を計上するもので

ございます。 

 次に，３０３ページをお開きいただきます。平成１９年度常陸太田市戸別合併処理浄化槽設置

整備事業特別会計予算でございます。 

 平成１９年度常陸太田市戸別合併処理浄化槽設置整備事業特別会計の予算は，次に定めるとこ

ろによる。第１条歳入歳出予算。歳入歳出予算の総額は，歳入歳出それぞれ 4,２０３万 4,０００

円と定める。第２条一時借入金。一時借入金の借り入れの最高額は 1,０００万円と定める。平成

１９年３月６日提出，市長名でございます。 

 これは里美地区のみの事業でございまして，平成１１年度から特別会計により実施をしてまい



 ４５

りましたが，１８年度をもちまして事業が終了したことに伴いまして，１９年度は施設の管理が

主な事業となります。 

 ３０８ページをお開きいただきます。事項別明細の歳入でございます。１款の使用料及び手数

料，戸別合併処理浄化槽使用料 1,１３３万 2,０００円は５１４戸の使用料を見ております。 

 また，第２款で 2,８７０万円の一般会計繰入金を見ております。 

 次に，３１０ページ歳出でございます。戸別合併処理浄化槽設置整備事業費の中で，委託料 1,

８７５万円でございますが，浄化槽清掃の委託料，施設管理委託料が主な内容でございます。 

 ３１１ページの第２款の公債費 1,２８７万 4,０００円は，これまでの起債の元金利子償還金に

充てるものでございます。 

 次に，３１９ページをお開きいただきます。議案第３６号平成１９年度常陸太田市簡易水道事

業特別会計予算でございます。 

 平成１９年度常陸太田市の簡易水道事業特別会計の予算は，次に定めるところによる。第１条

歳入歳出予算。歳入歳出予算の総額は，歳入歳出それぞれ４億８０７万 4,０００円と定める。第

２条が地方債。第３条一時借入金で，一時借入金の借り入れ額の最高額は 5,０００万円と定める

ものでございます。平成１９年３月６日提出，市長名。 

 まず，３２２ページの第２表地方債でございますが，6,５２０万円は簡易水道事業債として起

債を起こすものでございます。起債の方法，利率，償還の方法につきましてはごらんをいただき

たいと思います。 

 次に，３２５ページをお開きいただきます。事項別明細の歳入でございますが，最初の分担金

及び負担金でございますが，１１７万 2,０００円，これは新規加入者の負担金を見込んでおりま

す。 

 第２款の使用料及び手数料でありますが，使用料は１億 3,１９１万円を見込んでおります。 

 諸収入の雑入につきましては，道路改良に伴う配水管等布設替補償費，その他雑入として 2,６

１７万 7,０００円を見込んでおります。 

 次の３２６ページの市債につきましては，簡易水道事業債として起債を起こしている分でござ

います。対前年比 8,０６０万円の減でございますが，これは取水堰工事の完了等に伴いまして，

大幅な減となったものでございます。 

 次に，歳出でございます。３２７ページには，１款の事業費，一般管理費 7,６９４万 5,０００

円を計上してございます。 

 また，３２８ページの１款の事業費の維持修繕費でございますが，次ページの工事請負費 2,４

９７万 5,０００円は，浄水場施設整備工事でございます。 

 同じく事業費の目の配管費の中の工事請負費１億５０３万 3,０００円でございますが，これは

石綿管布設替工事と同改良工事に伴う配水管布設替工事費でございます。 

 ３３０ページの公債費でございますけれども，元金と利子の償還金でございます。 

 ３３９ページをお開きいただきます。常陸太田市宅地分譲事業特別会計予算でございます。 

 平成１９年度常陸太田市の宅地分譲事業特別会計の予算は，次に定めるところによる。第１条
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歳入歳出予算の総額は，歳入歳出それぞれ７１０万円と定める。第２条一時借入金の借り入れの

最高額は２００万円と定めるものでございます。平成１９年３月６日提出，市長名。 

 歳入歳出の内容につきましては，３４４ページでご説明させていただきます。３４４ページで

ございます。歳入ですが，１款の財産収入では，本年度予算額１区画分の４６０万円を見込んで

おります。 

 ２款は繰入金，２３８万 4,０００円でございます。 

 ３款の諸収入は，家庭菜園入園料等でございます。 

 続いて，歳出ですが，１款の事業費の６７７万円は一般会計繰出金のほか，主なものとして，

広告料や草刈委託料などでございます。 

 ２款の予備費は３３万円でございます。 

 議案第３８号，３９号につきましては，水道部長より説明をさせていただきます。 

○議長（高木将君） 水道部長。 

〔水道部長 西野勲君登壇〕 

○水道部長（西野勲君） 議案第３８号及び議案第３９号についてご説明申し上げます。 

 初めに，議案第３８号平成１９年度常陸太田市水道事業会計予算について，別冊となっており

ますが，予算書の３ページをお開きいただきます。第１条が総則でございます。第２条は業務の

予定量で，給水件数を１万 8,２５０件，年間総給水量は５７０万 3,２４６立方メートル，これを

１日平均給水量にいたしますと，１万 5,６２５立方メートルでございます。主要な建設改良事業

につきましては，７億 8,５２７万 5,０００円でございます。 

 第３条が収益的収入及び支出の予定額でございまして，収入につきましては，第１款の水道事

業収益で１１億 1,４７２万 1,０００円でございます。これは前年度比 0.６％の増となっており

ます。 

 次に，支出でございますけれども，第１款水道事業費用で，１０億 7,８０３万 7,０００円でご

ざいます。対前年度比 1.２％の減となっております。 

 次のページをお開きいただきます。第４条が資本的収入及び支出でございまして，収入につき

ましては，第１款資本的収入で，５億 6,４４６万円でございます。これは対前年度比１３８％の

増となっております。 

 次に，支出でございますけれども，第１款の資本的支出１０億 4,９５７万 1,０００円でござい

ます。前年度比６7.５％の増となっております。 

 なお，資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額４億 8,５１１万 1,０００円は，留保資金

等で補てんをするものといたします。 

 第５条が企業債の定めでございます。起債の目的は，水源及び送配水施設建設事業でございま

す。限度額を５億 1,８００万円と定めます。 

 第６条が一時借入金でございます。限度額を 5,０００万円と定めます。 

 第７条が予定支出の各項の経費の金額の流用の定めでございます。 

 第８条が議会の議決を経なければ流用することのできない経費でございます。 
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 第９条は他会計からの補助金でありますが，この会計へ補助を受ける金額は，１億 4,９１５万

7,０００円であります。 

 第１０条がたな卸資産の購入限度額でございまして，1,０００万円と定めます。 

平成１９年３月６日提出，市長名。 

 予算の内容につきましては，予算明細書によりご説明申し上げます。 

 ２５ページをお開きいただきます。収益的収入及び支出のうち収入でございます。営業収益の

１目１節水道料金は９億 1,６１９万 3,０００円を見込んでございます。地区別では常陸太田地区

の給水件数１万 4,４８３件で，６億 7,３４６万 3,０００円でございます。金砂郷地区給水件数

3,７６７件で，２億 4,２７３万円でございます。 

 ２６ページをお開きいただきます。営業外収益２目７節の一般会計補助金でございます。常陸

太田地区 2,１８３万 3,０００円は，未給水区域解消事業の企業債利子の補てんのためでございま

す。金砂郷地区１億 2,７３２万 4,０００円，これは経営経費に対する補助でございまして，トー

タルで１億 4,９１５万 7,０００円でございます。 

 ２７ページに参りまして，営業費用の１項１目原水及び浄水費２億７０万 6,０００円で，前年

度比２2.４％の増でございます。これは瑞竜浄水場，金砂郷地区の３つの浄水場及び取水施設関

連の維持管理のための費用を計上したものでございます。主なものは，人件費のほか，１６節の

委託料，１９節の修繕費，２２節の動力費などでございます。 

 次に，２９ページをお開きいただきます。２目の送配水及び給水費でございますが，１億 4,０

１２万 5,０００円でございます。前年度比 7.３％の増でございます。これは各送水ポンプ場，配

水管，量水器等の維持管理の費用を計上してございます。主に，人件費，１６節の委託料，１９

節の修繕費，２２節の動力費等でございます。 

 次に，３１ページをお開きいただきます。４目の総係費１億 4,１５９万 7,０００円，これは前

年度比で２2.６％の減でございます。これらの費用は管理的な経費を計上したもので，主なもの

は人件費のほか，１６節の委託料，１８節の使用料及び賃借料でございます。 

 次に，３３ページをお開きいただきます。５目の減価償却費でございますが，３億 8,３８１万

9,０００円で，説明の中にはそれぞれ工作物ごとに書いてありますけれども，地区別で申し上げ

ますと，常陸太田地区２億 4,２６４万 4,０００円，金砂郷地区１億 4,１１７万 5,０００円とな

っております。 

 ３４ページをお開きいただきます。営業外費用１目４６節の企業債利息１億 8,８９８万 9,００

０円ですが，常陸太田地区１億 2,１５６万 8,０００円，金砂郷地区 6,７４２万 1,０００円の計

上となっております。 

 次に，３５ページの資本的収入及び支出でございますが，そのうちの支出でございます。１項

１目企業債でございますが，５億 1,８００万円，これは対前年度比１３８％の増でございます。

本年度は佐竹配水池の新設，配水管路の整備等，建設改良事業のための借り入れをするものでご

ざいます。 

 ２目の工事負担金 4,６４６万円は，公共下水道関連，都市計画関連及び消火栓設置等の事業を
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見込んだものでございます。 

 次に，支出でございますが，３６ページをお開きいただきます。１項１目１節の委託料 3,２６

５万 5,０００円。これにつきましては，新設取水場関係設計，及び大野浄水場，金砂郷地区でご

ざいますけれども，天日乾燥槽の新設に伴う測量・設計等の費用を見込んでございます。 

 ２目２節の工事費７億 3,８８０万円ですが，佐竹配水池の築造，配水管布設替１０路線，公共

下水道関連，市及び県関連事業等を計上したものでございます。 

 ２項１目の企業債償還金２億 6,４２９万 6,０００円は，常陸太田地区で１億 6,５７５万円，

金砂郷地区 9,８５４万 6,０００円の計上でございます。 

 なお，７ページから２４ページまで予算に関する説明書がございますので，ごらんをいただき

たいと存じます。 

 次に，議案第３９号平成１９年度常陸太田市工業用水道事業会計予算についてご説明申し上げ

ます。 

 ３７ページをお開きいただきます。第１条が総則でございます。 

第２条が業務の予定量でございまして，給水事業所は４社でございます。年間総給水量は，８

４万 2,４２０立方メートルで，前年度より３万 6,５００立方メートルの増量となっております。

これを１日平均給水量にいたしますと，2,３０８立方メートルでございます。前年度より１００

トンの増量となっております。 

第３条が収益的収入及び支出の予定額でございます。収入につきましては，第１款工業用水道

事業収益で，１億 2,７０６万円でございます。これは前年度比 5.９％の減となっております。支

出ですが，第１款工業用水道事業費用で，１億 2,９３４万 6,０００円です。前年度比 5.３％の

減となっております。 

次のページをお開きいただきます。第４条は資本的収入及び支出でございまして，支出につき

ましては，資本的支出 4,３４０万 2,０００円でございます。前年度比 3.８％の増となっており

ます。 

 なお，資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額 4,３４０万 2,０００円は，過年度分損益

勘定留保資金で補てんをするものといたします。 

 第５条が一時借入金でございます。借入金の限度額を 1,０００万円と定めます。 

 第６条が予定支出の各項の経費の金額の流用でございます。 

 第７条が議会の議決を経なければ流用することのできない経費の定めでございます。 

 第８条が一般会計からこの会計へ補助を受ける金額を，5,８１１万 9,０００円といたしており

ます。これは前年度比 8.５％の減となっております。平成１９年３月６日提出，市長名でござい

ます。 

 予算の内容につきましては，予算明細書にてご説明申し上げます。 

 ５５ページをお開きいただきます。収益的収入及び支出のうち収入でございますが，１項１目

１節の水道料金で 5,０１９万 9,０００円，これは前年度比 1.６％の増でございます。 

 ２項２目７節の一般会計補助金 5,８１１万 9,０００円，前年度比 8.５％の減でございます。 
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 なお，補助金の使途につきましては，経営経費の一部に充当するものでございます。 

 ５目１１節の企業負担金 1,８５２万 3,０００円は，前年度比１5.１％の減となっております。 

 次のページをお開きいただきます。支出でございます。１項１目の原水及び浄水費 3,２１０万

2,０００円は，浄水場などの維持管理のための費用を計上したものでございます。 

 主なものは，１６節の委託料，１９節の修繕費，２２節の動力費などでございます。 

 次のページ，５７ページでございます。４目の総係費です。2,４１３万 8,０００円は，人件費

などの管理的経費を計上したものでございます。 

 ５８ページをお開きいただきます。５目の減価償却費でございますが，4,３０５万 9,０００円

です。前年度比 7.６％の減となっております。 

 次のページに参りまして，２項１目４６節の企業債利息 2,４３４万 1,０００円，前年度比２1.

７％の減でございます。常陸太田工業用水のみの計上でございます。 

 ６０ページに参りまして，資本的収入及び支出でございます。１項１目の企業債償還金は，常

陸太田工業用水道のみの計上で，4,３４０万 2,０００円でございます。前年度比 3.８％の増でご

ざいます。 

 なお，３９ページから５４ページまで予算に関する説明書がございますので，ごらんをいただ

きたいと存じます。 

 以上で，議案第３８号及び議案第３９号の説明を終わります。 

            ──────────────────― 

○議長（高木将君） 説明は終わりました。 

以上で，本日の議事は議了いたしました。 

 次回は，３月８日定刻より本会議を開きます。 

 本日は，これにて散会いたします。 

午後２時１７分散会 

 


